
　借地の緑を、永久保存するためには約１４０億円
が必要です。皆さんのご理解とご協力を。

　

い
ま
、
市
内
に
は
、
３

２
２
カ
所
、
面
積
に
し
て

　

万
２
３
４
１
・　

平
方

９６

１５

メ
ー
ト
ル
の
公
園
や
市
民

の
森
な
ど
が
あ
り
、
市
民

の
皆
さ
ん
に
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
市
総

合
運
動
公
園
の
５
・
３
個

分
、
東
京
ド
ー
ム　

・
５

２０

個
分
の
面
積
に
な
り
ま 

す
。

　

そ
の
中
で
、
別
表
の
公

園　

カ
所
、
市
民
の
森　

１０

１７

カ
所
は
、
地
権
者
の
ご
厚

意
に
よ
り
、
お
借
り
し
て

市
民
の
皆
さ
ん
に
開
放
し

ののののののののののののののののののののののののののののののののの
公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園
ややややややややややややややややややややややややややややややややや
森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森
ががががががががががががががががががががががががががががががががが
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
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流
山
の
財
産「
緑
」を
残
す
た
め
に

ふ
る
さ
と
緑
の
基
金
に
ご
協
力
を

　

初
冬
の
森
で
落
ち
葉
を
踏
み
し
め
て
散
策
す

る
の
は
心
地
よ
い
も
の
で
す
。
私
た
ち
の
身
近

な
森
や
公
園
な
ど
の
憩
い
の
場
は
、
街
に
う
る

お
い
を
も
た
ら
し
、
私
た
ち
を
癒
し
て
く
れ
ま

す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
森
や
公
園
に
は
、
地

権
者
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
お
借
り
し
て
い
る
も

の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
は
、
こ
う
し

た
市
民
の
森
や
公
園
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

て
い
る
も
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
借
地
の
公
園
や

市
民
の
森
は
、
相
続
な
ど

が
発
生
し
た
際
に
、
地
権

者
か
ら
の
申
し
出
が
あ
る

と
返
還
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
市
で

は
、
東
葛
広
域
行
政
連
絡

協
議
会
や
千
葉
県
農
業
会

議
を
通
じ
て
、
都
市
部
の

樹
林
地
を
「
都
市
環
境
保

全
林
」
と
し
て
、
新
た
に

位
置
付
け
、
税
の
軽
減
が

図
れ
る
よ
う
、
ま
た
、
山

林
資
源
保
全
の
た
め
農
地

に
関
わ
る
相
続
税
の
納
税

猶
予
制
度
と
同
様
な
特
別

措
置
の
創
設
を
国
に
要
望

し
て
い
ま
す
。

　

相
続
な
ど
地
権
者
の
事

情
に
よ
っ
て
公
園
や
市
民

の
森
が
廃
止
と
な
る
場
合

の
対
応
策
と
し
て
、
公
園

や
市
民
の
森
の
借
地
を
市

が
買
い
取
る
こ
と
な
ど
を

目
的
に
、
市
で
は
「
流
山

市
ふ
る
さ
と
緑
の
基
金
」

を
設
置
し
て
い
ま
す
。
こ

の
基
金
は
、
市
の
積
立
金

と
市
民
の
皆
さ
ん
の
寄
付

金
で
構
成
さ
れ
、　

月　
１１

１５

日
現
在
で
、
１
億
２
３
９

４
万
４
２
６
円
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

借
地
の
公
園
や
市
民
の

森
を
買
い
取
る
た
め
に
は
、

約
１
４
０
億
円
と
い
う
大

き
な
費
用
が
必
要
な
た
め
、

市
で
は
、
今
後
も
同
基
金

へ
の
積
み
立
て
を
行
い
、

市
職
員
も
含
め
市
民
の
皆

さ
ん
へ
の
寄
付
を
募
っ
て

い
き
ま
す
。
な
お
、
基
金

へ
の
寄
付
は
、
税
控
除
の

対
象
に
な
り
ま
す
。

　

□問
 

み
ど
り
の
課
�
７
１

５
０
―
６
０
９
２

緑
の
基
金
に 

１
０
０
万
円

　
　

月
８
日
、
駒
木
の 
采 うね

１１

 
女 
浩
さ
ん
（　

）
か
ら
流

め

８２

山
ふ
る
さ
と
緑
の
基
金
に

１
０
０
万
円
が
寄
付
さ
れ

ま
し
た
。

　

采
女
さ
ん
は
、　

歳
で

７０

退
職
さ
れ
て
か
ら
は
、
公

民
館
で
小
学
生
に
囲
碁
を

教
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

「
コ
ツ
コ
ツ
年
金
を
貯
め

た
お
金
を
お
世
話
に
な
っ

た
流
山
の
緑
に
役
立
て
て

ほ
し
い
」
と
市
役
所
を
訪

問
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
す
。

緑
の
保
全
へ 

チ
ャ
リ
テ
ィ

　

チ
ャ
リ
テ
ィ
ダ
ン
ス
パ

ー
テ
ィ
を
続
け
て
い
る
緑

樹
会
（
前
田
克
子
代
表
）

の
皆
さ
ん
が　

月
５
日
、

１１

市
役
所
を
訪
れ
、
流
山
ふ

る
さ
と
緑
の
基
金
に
３
万

２
２
４
０
円
を
寄
付
さ
れ

ま
し
た
。

　

同
会
は
、
毎
週
日
曜
日

の
夜
７
時
か
ら
東
部
公
民

館
で
社
交
ダ
ン
ス
を
楽
し

ん
で
い
ま
す
が
、
参
加
者

に
１
回
２
０
０
円
程
度
寄

付
し
て
い
た
だ
き
、
集
ま

っ
た
お
金
を
今
回
持
参
し

て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
す
。

日
曜
情
報 

セ
ン
タ
ー

　

「
日
曜
情
報
セ
ン
タ
ー
」

で
は
、
お
お
た
か
の
森
出

張
所
が
休
み
と
な
る
日
曜

と
祝
日
に
、
出
張
所
ロ
ビ

ー
（
お
お
た
か
の
森
Ｓ
・

Ｃ
３
階
）
を
利
用
し
て
流

山
や
周
辺
地
域
の
さ
ま
ざ

ま
な
魅
力
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。

�
　

▽
日
時
＝　

月
２
日
�

１２

　

時
〜　

時
▽
内
容
＝
す

１０

１７

ぐ
で
き
る
ご
み
減
量
の
紹

介
や
子
ど
も
向
け
リ
サ
イ

ク
ル
教
室
、
リ
サ
イ
ク
ル

ポ
ス
タ
ー
入
選
作
品
展
。

�
　

▽
日
時
＝　

月
９
日
�

１２

　

時
〜　

時　

分
▽
内
容

１３

１５

３０

＝
遺
言
や
相
続
、不
動
産
、

金
銭
の
賃
貸
借
、
成
年
後

見
な
ど
の
官
公
署
へ
提
出

す
る
書
類
の
作
成
方
法
の

相
談
。
申
し
込
み
は
市
民

相
談
室
�
７
１
５
８
―
１

６
１
６
へ

ご
み
ダ
イ
エ
ッ
ト作

戦
！

行
政
書
士

暮
ら
し
の
手
続
き
相
談

�
　

▽
日
時
＝　

月　

日
�

１２

１６

　

時
〜　

時
▽
内
容
＝
福

１２

１５

祉
作
業
所
さ
つ
き
園
の
活

動
紹
介
の
パ
ネ
ル
展
示
、

園
生
が
つ
く
る
焼
き
菓
子

や
パ
ン
の
試
食
・
販
売
。

�
　

▽
日
時
＝　

月　

日
�
・

１２

２３

　

日
�振
 
　

時
〜　

時
▽
内

２４

１１

１６

容
＝
籐
の
か
ご
編
み
体
験

教
室
「
小
さ
な
キ
ャ
ン
デ

ィ
入
れ
作
り
（
材
料
費
５

０
０
円
）」、
小
物
の
展
示

販
売
。

�
　

▽
日
時
＝　

月　

日
�

１２

２３

　

時
〜
、　

時
〜
▽
内
容

１３

１５

＝
同
フ
ロ
ア
の
ベ
イ
Ｆ
Ｍ

ス
タ
ジ
オ
で　

人
の
青
少

１５

年
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
に

よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
。

　

※
い
ず
れ
も
入
場
無
料

で
９
日
以
外
は
申
し
込
み

不
要
で
す

　

□問
 

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
課

�
７
１
５
０
―
６
３
０
８

さ
つ
き
園
の

パ
ン
と
焼
き
菓
子

ア
ー
ト
バ
ス
ケ
ッ
ト
の

楽
し
い
籠
た
ち
展

Ｓ
Ｆ
Ｓ
青
少
年
合
奏
団

コ
ン
サ
ー
ト

�

�

�

�

�������������

�������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

市　議　会
第４回定例会
２２議案を審議中

　

平
成　

年
市
議
会
第
４
回
定
例
会

１９

が
、　

月　

日
に
開
会
さ
れ
、
現
在

１１

２９

当
初
提
案
さ
れ
た
平
成　

年
度
の
一

１９

般
会
計
補
正
予
算
や
流
山
市
景
観
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
な
ど
議
案　

件
２２

を
審
議
中
で
す
。

　

□問
 

総
務
課
�
７
１
５
０
―
６
０
６

７
／
議
会
事
務
局
�
７
１
５
０
―
６

０
９
９

采女さん

お借りしている市民の森
面積（㎡）地　　区名　　称
３,５５７東深井運河散策の森
２,６４７西初石４丁目西初石ふれあいの森
２２,１５３向小金３丁目向小金ふるさとの森
８,４５２※西初石４丁目西初石小鳥の森
１３,８４１芝崎芝崎小鳥の森
８,４０２中野久木愛宕ふれあいの森
４,４９８長崎２丁目長崎ふれあいの森
３,４７１東深井東深井散策の森
１４,４６３中野久木中野久木散策の森
７,３３５三輪野山５丁目三輪野山散策の森
９３１長崎１丁目長崎散策の森
２,０７７長崎１丁目長崎いこいの森
２,４１５野々下３丁目野々下ふれあいの森
５,３１５松ケ丘５丁目松ケ丘２号散策の森
７,３７７松ケ丘５丁目松ケ丘３号散策の森
１４,４３７駒木駒木ふるさとの森
２,５１２西深井西深井散策の森

お借りしている公園
面積（㎡）地　　区名　　称
１６,７５２※名都借東部近隣公園
３,１８２向小金３丁目向小金ふれあい公園
２,７９４美原２丁目美原１号公園
６９１流山８丁目流山４号公園

５５,３３８東深井東深井地区公園
１３,５４９松ケ丘４丁目松ケ丘ふるさと公園
４,５８０前ケ崎前ケ崎城址公園
６,７９０流山６丁目赤城山公園
５,０５６※下花輪花輪城址公園
２,７３８こうのす台こうのす台５号公園

※印の森や公園は、一部市有地を含んでいます

家族連れで賑わう公園　家族連れで賑わう公園　
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�
　

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源

移
譲
に
よ
り
、
所
得
税
が

減
額
と
な
り
、
控
除
で
き

る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が

減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

平
成　

年
末
ま
で
に
入
居

１８

し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
を
受
け
て
い
る
方

で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し

き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る

場
合
は
、
平
成　

年
度
の

２０

住
民
税
（
所
得
割
）
か
ら

控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

な
お
、
平
成　

年
以
降

１９

に
入
居
し
た
場
合
は
、
所

得
税
に
お
い
て
、
新
た
な

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
制
度
の

特
例
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

詳
細
は
、
税
務
署
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

【
申
告
期
限
】

　

平
成　

年
３
月　

日
ま

２０

１７

で
。

　

【
申
告
方
法
】

　

「
市
町
村
民
税
道
府
県

民
税　

住
宅
借
入
金
等
特

別
税
額
控
除
申
告
書
」（
市

民
税
課
、
各
出
張
所
お
よ

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

適
用
適
用

び
税
務
署
で
平
成　

年
１

２０

月
下
旬
か
ら
配
付
予
定
）

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

①
所
得
税
の
確
定
申
告

を
さ
れ
る
方
…
所
得
税
の

確
定
申
告
書
と
と
も
に
、

税
務
署
へ
提
出

　

②
給
与
収
入
の
み
を
有

し
て
お
り
確
定
申
告
書
を

提
出
し
な
い
方
…
源
泉
徴

収
票
を
添
付
し
て
平
成　
２０

年
１
月
１
日
現
在
お
住
ま

い
の
市
区
町
村
へ
提
出

　

※
控
除
対
象
と
な
る
年

は
、
毎
回
申
告
が
必
要
で

す�
　

税
源
移
譲
に
よ
り
、
所

得
税
率
の
変
更
に
よ
る
税

負
担
の
軽
減
の
影
響
は
受

け
ず
、
住
民
税
率
の
変
更

に
よ
る
税
負
担
の
増
加
の

影
響
の
み
を
受
け
る
方
に

つ
い
て
は
、
平
成　

年
度

１９

の
住
民
税
額
か
ら
、
税
源

移
譲
に
よ
り
増
額
と
な
っ

た
住
民
税
相
当
額
を
減
額
・

還
付
し
ま
す
。

　

所
得
変
動
に
伴
う
住
民

税
の
減
額
措
置
（
減
額
・

還
付
）
を
受
け
る
た
め
に

は
申
告
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
こ
の
措
置
は

平
成　

年
度
限
り
と
な
り

２０

ま
す
。

　

【
申
告
期
間
】

　

平
成　

年
７
月
１
日
か

２０

ら　

日
ま
で
。

３１

　

【
申
告
方
法
】

　

「
市
町
村
民
税
道
府
県

民
税　

減
額
申
告
書
」（
市

民
税
課
、
各
出
張
所
で
平

成　

年
６
月
上
旬
か
ら
配

２０
付
予
定
）
を
、
平
成　

年
１９

度
の
住
民
税
を
課
税
し
た

市
区
町
村
（
平
成　

年
１

１９

月
１
日
現
在
の
住
所
地
）

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
平
成　

年
１
月
２
日

１９

以
降
に
他
の
市
区
町
村
か

ら
転
入
さ
れ
た
方
は
、
申

告
先
を
お
間
違
え
に
な
ら

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

所
得
変
動
に
伴
う

所
得
変
動
に
伴
う

住
民
税
の
減
額
措
置

住
民
税
の
減
額
措
置

な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま

す
　

【
注
意
点
】

　

①
平
成　

年
中
に
亡
く

１９

な
ら
れ
た
方
や
、
海
外
へ

転
出
さ
れ
て
平
成　

年
１

２０

月
１
日
現
在
国
内
に
居
住

さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
こ

の
減
額
措
置
は
適
用
さ
れ

ま
せ
ん
。

　

②
平
成　

年
度
の
住
民

２０

税
の
合
計
課
税
所
得
金
額

が
、
住
民
税
と
所
得
税
の

人
的
控
除
額
の
差
の
合
計

額
を
超
え
て
い
る
方
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

し
た
が
っ
て
、
人
的
控

除
以
外
（
生
命
保
険
料
控

除
、
長
期
損
害
保
険
料
控

除
、
地
震
保
険
料
控
除
、

寄
付
金
控
除
な
ど
）
の
控

除
額
が
増
加
し
た
り
、
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
な
ど
に
よ

っ
て
所
得
税
が
課
税
さ
れ

な
く
な
っ
た
方
に
は
、
こ

の
減
額
措
置
は
適
用
さ
れ

ま
せ
ん
。

�
　

地
震
保
険
料
控
除
が
創

設
さ
れ
ま
し
た

　

近
年
多
発
し
て
い
る
地

震
災
害
を
受
け
、「
地
震
災

害
に
対
す
る
国
民
の
自
助

努
力
に
よ
る
個
人
資
産
の

保
全
を
促
進
し
、
地
域
災

害
時
に
お
け
る
将
来
的
な

国
民
負
担
の
軽
減
を
図
る
」

目
的
で
、「
地
震
保
険
料
控

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

そ
の
他
の
変
更
点

そ
の
他
の
変
更
点

除
」が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

住
民
税
は
、
平
成　

年
度

２０

か
ら
地
震
保
険
料
の
２
分

の
１
の
額
（
最
高
２
万
５

０
０
０
円
）
が
控
除
さ
れ

ま
す
。

　

な
お
、
地
震
保
険
料
控

除
の
創
設
に
伴
い
、
損
害

保
険
料
控
除
は
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。
た
だ
し
、
経
過

措
置
と
し
て
平
成　

年　
１８

１２

月　

日
ま
で
に
締
結
し
た

３１
長
期
損
害
保
険
契
約
に
つ

い
て
は
、
従
前
の
損
害
保

険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
こ
の
場
合
、
地
震
保

険
料
控
除
と
損
害
保
険
料

控
除
の
両
方
（
最
高
２
万

５
０
０
０
円
）
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

　

住
民
税
の
老
年
者
非
課

税
措
置
廃
止
の
経
過
措
置

が
な
く
な
り
ま
す

　

平
成　

年
１
月
１
日
時

１７

点
で　

歳
以
上
の
方
（
昭

６５

和　

年
１
月
２
日
以
前
に

１５
生
ま
れ
た
方
）
に
適
用
さ

れ
て
い
た
非
課
税
措
置
が
、

平
成　

年
度
課
税
分
以
降

１８

廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
廃
止
に
よ
る
税
負

担
を
軽
減
す
る
経
過
措
置

と
し
て
、
平
成　

年
度
に

１８

は
税
額
の
３
分
の
２
、
平

成　

年
度
に
は
税
額
の
３

１９
分
の
１
が
軽
減
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
平
成　

年
度

２０

に
は
こ
の
経
過
措
置
が
な

く
な
り
ま
す
。

　

来
年
度
の
固
定
資
産
税

の
課
税
資
料
と
な
る
償
却

資
産
の
申
告
書
を
、
今
月

７
日
に
郵
送
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、
事

業
所
の
構
築
物
、
機
械
、

工
具
、
備
品
な
ど
を
所
有

す
る
個
人
経
営
者
や
法
人

で
す
。

　

申
告
書
に
、
平
成　

年
２０

１
月
１
日
現
在
に
お
け
る

償
却
資
産
の
所
有
状
況
を

記
入
し
、
１
月　

日
ま
で

３１

に
市
役
所
資
産
税
課
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
該
当
資
産
が
な
い
場

合
も
申
告
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
告
書
が
届
か

な
い
場
合
や
不
明
な
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
資
産
税

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

□問
 

資
産
税
課
�
７
１
５

０
―
６
０
７
４

　

建
て
替
え
や
老
朽
化
な

ど
で
、
本
年
中
に
家
屋
を

取
り
壊
し
た
方
は
、「
家
屋

滅
失
届
」
の
提
出
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

家
屋
滅
失
届
は
、
取
り

壊
し
た
居
宅
や
物
置
、
車

庫
な
ど
に
、
翌
年
度
か
ら

固
定
資
産
税
な
ど
が
課
税

さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
の
手
続
き
で
す
。

　

ま
た
、
建
物
を
取
り
壊

し
た
後
に
新
築
や
増
築
を

し
た
場
合
は
、
電
話
連
絡

ま
た
は
新
築
完
成
後
の
家

屋
調
査
の
際
に
調
査
員
に

家
屋
を
取
り
壊
し
た
こ
と

を
告
げ
る
だ
け
で
も
手
続

き
が
済
み
ま
す
。

　

※
家
屋
滅
失
届
は
、
資

産
税
課
窓
口
で
お
取
り
寄

せ
い
た
だ
く
か
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
く
だ
さ
い

　

□問
 

資
産
税
課
�
７
１
５

０
―
６
０
７
４

　

国
の
三
位
一
体
改
革
に
よ
り
、
国
か
ら
地
方
へ
税
源
移
譲
が
実
施
さ
れ
、

今
年
か
ら
皆
さ
ん
の
所
得
税
や
住
民
税
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
平
成　
２０

年
度
に
つ
い
て
も
、税
源
移
譲
に
伴
う
住
民
税
の
制
度
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。

今
号
で
は
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

□問
 

市
民
税
課
�
７
１

５
０
―
６
０
７
３
／
松

戸
税
務
署
�
０
４
７
―

３
６
３
―
１
１
７
１

来年１月３１日までに提出を

償却資産の申告書

 今月７日に郵送します

建
物
を
取
り
壊
し
た
ら

　松戸税務署では、確定申告会場用のプレハ
ブを設置するため、１２月１日から平成２０年４
月下旬まで駐車場が使用できません。
　来署の際には、公共交通機関のご利用をお
願いします。
　□問 松戸税務署�０４７－３６３－１１７１

松戸税務署からのお知らせ

税源移譲前
負担額住宅ローン控除額税　額

０円２６３,０００円２６３,０００円所得税
１９６,０００円０円１９６,０００円住民税
１９６,０００円２６３,０００円４５９,０００円合　計

税源移譲後
負担額住宅ローン控除額税額

０円１６５,５００円１６５,５００円所得税
２９３,５００円０円２９３,５００円住民税
２９３,５００円１６５,５００円４５９,０００円合計

※夫婦と子ども２人の場合で子のうち１人が特定扶養親族（１６歳以上２３歳未満）に該当するものとして計算
※社会保険料は、７０万円控除されるものとして計算
※個人住民税は、これに均等割（４千円）が加算されます

住宅ローン控除モデルケース （夫婦＋子ども２人　給与収入７００万円、住宅ローン控除可能額２７万円の場合）

申告しないと 申告すれば

住宅ローン控除額が減少しないよう、
住民税（所得割）から控除します。

控除額が減少し、負担が増加します。

平成２０年度（平成１９年分）住民税減額措置のモデルケース

減額措置の適用されない場合
〔給与収入１０８万円　給与所得控除額６５万円　生命保険料控除（人的控除以外）がある場合〕

合計課税
所得金額

生命保険料控除など
（人的控除以外）

基礎控除
（人的控除）所　得

６５,０００円３５,０００円３３０,０００円４３０,０００円住　民　税
０円５０,０００円３８０,０００円４３０,０００円所　得　税

５０,０００円人的控除額の差の合計額
※一般の生命保険支払料の合計額が１０万円以上で住民税は３万５千円、所得税は５万円の控除が受けられます

住民税の合計課税所得金額が、人的控除額の差の合計額を超えているため適用されません。

減額措置の適用の場合〔給与収入１０３万円　給与所得控除６５万円〕
合計課税
所得金額

生命保険料控除など
（人的控除以外）

基礎控除
（人的控除）所　得

５０,０００円０円３３０,０００円３８０,０００円住　民　税
０円０円３８０,０００円３８０,０００円所　得　税

５０,０００円人的控除額の差の合計額
住民税の合計課税所得金額が、人的控除額の差の合計額以下のため適用されます。

平成２０年度

申
告
に
よ
り
控
除
や
減
額
も

住
民
税
の
変
更
点
は

家
屋
滅
失
届
の
提
出
を

税源移譲後
負担額住宅ローン控除額税額

０円１６５,５００円１６５,５００円所得税
１９６,０００円９７,５００円２９３,５００円住民税
１９６,０００円２６３,０００円４５９,０００円合　計

【注意：所得税が課されなくなった方でも、減額措置が適用されない場合があります】
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TX南流山駅 
Ｊ
Ｒ
南
流
山
駅 

南
流
山 

　
セ
ン
タ
ー 

自
治
会
館 

消
防
署 

交
番 

至新松戸駅 

至
三
郷
中
央
駅 

至
流
山
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
駅 

北口 
南口 

至三郷駅 

南流山駅北口第5 
自転車駐車場 

南流山駅北口地下 
自転車駐車場（管理人室） 

受付場所 

※ ①～�は案内図の番号に対応 

※江戸川台駅前出張所、初石公民館は12月 
　29日～平成20年1月3日を除く 

※江戸川台駅前出張所、初石公民館は12月 
　29日～平成20年1月3日を除く 

※  ②、⑪、⑭の抽選対象駐輪場に変更したい方は、上の表をご覧ください 
※ ハガキ ・ ・ ・現在利用している方に、「平成20年度自転車駐車場の登録手続につ 

　いて」のハガキを12月14日までに発送します 
※ 申請書 ・ ・ ・ 市役所安心安全課および江戸川台駅前出張所、おおたかの森出張所に 

あります（安心安全課ホームページからのダウンロードも可） 
※ 投函箱 ・ ・ ・各駅と江戸川台駅前出張所および初石公民館に設置します 

利用登録者 市内居住者 
自転車 原動機付自転車 自転車 原動機付自転車 

市内居住者以外 

一　　　般 3,000円 
1,500円 

※隣接の柏市、野田市、松戸市の居住者は、市内居住者と同額 

6,000円 6,000円 
3,000円 

12,000円 
高校生以下 

金　　　　額　（１台につき） 

※ 原　付 ・ ・ ・原動機付自転車（50cc以下に限定） 

登録手数料（年額） 

  

駐輪場（抽選対象） 
名　称 No. 原付の利用 

不可 ⑭ 江戸川台駅西口 

流山駅西側第２ 不可 ② 

不可 江戸川台駅東口 ⑪ 

利用者区分 受付期間 注意事項 

〈新規利用〉 

〈継続利用〉  

 

駐輪場（抽選なし） 
No. 原付の利用 名　　称 

可 流山駅西側第１ 
流山駅東側 可 
平和台駅第１ 可 
平和台駅第２ 不可 

可 鰭ケ崎駅第１ 
鰭ケ崎駅第２ 可 

可 運河堤防 
運河駅第１ 不可 

可 運河駅第２ 

可 江戸川台駅東口第１ 
江戸川台駅東口第２ 可 

可 江戸川台駅西口第１ 
江戸川台駅西口第２ 可 
初石駅東側第１ 不可 

不可 初石駅東側第３ 
初石駅東側第２ 可 
初石駅西側第１ 不可 
初石駅西側第２ 

①   
③   
④   
⑤   
⑥    
⑦   
⑧   
⑨ 
⑩ 
  
  
⑫   
⑬   
⑮   
⑯   
⑰   
⑲   
⑱   
⑳   
�   可 

手続き 

手続き 

受付期間 利用者区分 注意事項 

〈新規利用〉 

〈継続利用〉 

〈継続利用〉 

〈利用取り消し〉 

・ 初石駅 の 駐輪場 は 、 収容 
可能台数 が 少 な い た め 、 駅 
の東 側 に お 住 ま い の方 は 、 
駅東側 の 駐 輪場 を 利 用 し て 
いた だ く よ うお 願 い し ま す。 

・ 「共通」 とな っ て い る 駐 輪 
場は 、 各々 ど ち ら か 空 い て い 
る 駐輪場 を 利 用 し て い た だ く 
ようになります。 

ハガキ 裏面に 
必要事項を記入 �   

申請書 に 
必要事項を記入 �   

安心安全課 へ 提 出  
※直接持参 ま た は 郵 送   
（郵 送 の 場 合 も 、 期間 内 に 届 く よ う に 
発送 し て く ださ い ）  

安心安全課 へ 提 出  
※直接持参 ま た は 郵送 

各駅または江戸川台駅 
前出張所、初石公民館の 
投函箱へ入れる 

各駅または 
江戸川台駅前出張所、 
初石公民館の 
投函箱へ入れる  

各駅または 
江戸川台駅前出張所、 
初石公民館の 
投函箱へ入れる   12月14日�～平成20年1月10日� 

12月14日�以降　随時受け付け 

12月14日�～平成20年1月10日� 

12月14日�～平成20年1月10日� 
・ 必ず 、 第2希望 の 駐輪場（②、 
⑪、⑭以外）を記入してくださ 
い。  
・ 抽選等の結果は、平成20年 
3月上旬に「登録手数料納入 
通知書」でお知らせします。 

・駐輪場を 
　変更しない方 

・駐輪場を 
　変更したい方 

・来年4月から駐輪場 
　を利用しない方 

申請書 に 
必要事項を記入 � 　 

手続不要（ハガキの提出も必要ありません） 

ハガキ 裏面に 
必要事項を記入 � 

ハガキ 裏面の 
指定位置に　 � 
○印を記入 

駐輪場 自転車放置禁止区域 

・現在利用している方 
・他の駐輪場から変更したい方 
 

共 
通  

共 
通  

共 
通 

 

共 
通  

共 
通  

（ 階層式 ）  

（ 階層式 ）  

来年4月からの利用者を受け付け（流山・平和台・鰭ケ崎・運河・江戸川台・初石駅） 
平成20年4月１日からの自転車駐車場の利用登録申請を受け付けます。下表を参考に手続きをしてください。 □ 問 安心安全課�７１５０－６３１２ 

市営自転車駐車場（駐輪場） 

・運河駅⑨⑩で登録されて
いる方に限り運河堤防⑧も
ご利用になれます。 
 
・平成20年3月上旬に「登録
手数料納入通知書」を送付
します。 

3

1
2

流 
山 

市 
役 
所 

至 
平 
和 
台 
駅 

鰭ケ 

鰭ケ 

至 
流 
山 
駅 

平 和 台 駅 

5

4

至 
鰭 
ケ 
崎 
駅 

6

初 　 石 　 駅 

運 河 駅 
至 
野 
田 
市 
駅 

至 
江 
戸 
川 
台 
駅 

利 
根 
運 
河 

109

8

東 口 

江 戸 川 台 駅 

西 口 

12
11 13

161415

　

「
南
流
山
駅
北
口
第
５

自
転
車
駐
車
場
」
を
増
設

し
ま
し
た
（
収
容
台
数
は

自
転
車
２
４
３
台
）。

　

同
駅
北
口
自
転
車
駐
車

場
の
空
き
待
ち
解
消
の
た

め
、
�
自
転
車
駐
車
場
整

備
セ
ン
タ
ー
が
市
の
依
頼

に
基
づ
き
増
設
し
た
も
の

で
、
今
日
１
日
か
ら
供
用

開
始
と
な
り
ま
す
。

　

利
用
受
け
付
け
は
、
今

日
１
日
か
ら
行
い
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
南
流
山

駅
北
口
地
下
自
転
車
駐
車

場
内
管
理
人
室
で
申
し
込

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

▽
受
付
日
＝　

月
１
日

１２

�
〜
※
先
着
順
▽
受
付
時

間
＝
６
時　

分
〜　

時
▽

３０

２２

受
付
場
所
＝
南
流
山
駅
北

口
地
下
自
転
車
駐
車
場
内

管
理
人
室
▽
利
用
料
金
＝

別
表
の
と
お
り
▽
利
用
時

間
＝　

時
間
開
放

２４

　

□問
 

南
流
山
駅
北
口
地
下

自
転
車
駐
車
場
�
７
１
５

８
―
６
９
６
９
／
安
心
安

全
課
�
７
１
５
０
―
６
３

１
２

きょう１日から利用受け付け

第５自転車駐車場を増設

南 流 山 駅 北 口

利用料金
区　分

６カ月３カ月１カ月
５,４００円２,８００円１,０００円一　般

自転車
４,８００円２,５００円９００円

学　生
（高校生以下）

※学生料金の適用は高校生以下です。学生証をご提示ください
※生活保護世帯の方、身体障害者手帳または療育手帳を持つ方は、
利用料金が免除になります。受給証明書または手帳をご提示く
ださい



平成１９年１２月１日（土曜日）　　　（　）４

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

　

【
募
集
要
領
】

　

ご
意
見
は
、
市
内
在
住

・
在
勤
・
在
学
の
方
で
あ

れ
ば
ど
な
た
で
も
提
出
で

き
ま
す
。

　

任
意
様
式
に
、
案
に
対

ご
意
見
募
集

計
画
案
や
条
例
案
に
ご
意
見
を

計
画
案
や
条
例
案
に
ご
意
見
を

自
転
車
駐
車
場
や
公
共
施
設
使
用
料
な
ど

自
転
車
駐
車
場
や
公
共
施
設
使
用
料
な
ど

　

市
で
は
、
重
要
な
計
画
や
条
例
を
策
定
す
る
際
に
、
そ
の
案
を
公
表
し
、
そ
れ

に
対
す
る
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
て
意
思
決
定
を
行
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
制
度
を
、「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
実
施
要
綱
」
に
基
づ
き
、
平
成　
１９

年
４
月
１
日
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
号
で
は
、
策
定
が
予
定
さ
れ
て
い
る
５

つ
の
計
画
や
条
例
等
の
概
要
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
、
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

す
る
意
見
、
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
を
明
記
の
上
、

平
成　

年
１
月
４
日
（
必

２０

着
）
ま
で
に
別
表
の
各
担

当
課
ま
で
郵
送
ま
た
は
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
フ
ァ

ッ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
の

提
出
も
可
能
で
す
。

　

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条

例
案
・
計
画
案
等
は
各
担

当
課
、
各
出
張
所
・
公
民

館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
等

は
、
条
例
・
計
画
等
の
策

定
に
当
た
り
参
考
に
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
ご
意
見
に

対
す
る
市
の
考
え
方
を
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
開

し
ま
す
。
な
お
、
個
別
の

回
答
は
し
ま
せ
ん
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

　ご意見を募集する条例や計画の名称と意見提出先

ファックス番号
メールアドレス

担当課名
電話番号

名　　　称

�７１５０－０１１１
kikakukeiei@city.
nagareyama.chiba.jp

企画政策課
�７１５０－６０６４

流山市公共施設の使用料設定に
当たっての基本方針（案）

�７１５９－０９５４
kenchikushidou@city.
nagareyama.chiba.jp

建築住宅課
�７１５０－６０８８流山市耐震改修促進計画（案）

�７１５０－３３０９
seikatuanzen@city.
nagareyama.chiba.jp

安心安全課
�７１５０－６３１２

流山市自転車駐車場条例（案）及び流山
市自転車の放置防止に関する条例（案）

�７１５０－０１１１
keieikaikaku@city.
nagareyama.chiba.jp

行政改革推進
課
�７１５０－６０７８

流山市第２次アウトソーシング
計画（案）

流山市行政手続等における情報通
信の技術の利用に関する条例（案）

流山市公共施設の使用料設定に当たっての基本方針（案）

　市では、耐震改修を緊急の課題とし、住宅等の耐震化を促
進するため、「流山市耐震改修促進計画」を平成２０年４月の施
行を目指し、策定作業を進めています。
　【計画の趣旨】
　流山市耐震改修促進計画は、「建築物の耐震改修の促進に関
する法律」第５条の規定に基づき策定するものです。
　市は、本計画に基づき、千葉県および関係機関と相互に連
携を図りながら、耐震化を促進するための施策を推進し、ま
た啓発および知識の普及を積極的に行い、耐震化に関する意
識の高揚と建築物の安全性の向上を図ります。
　【計画の目標】
　市内には、平成１９年１月時点で、約４５,２００棟の建築物があり、
このうち約１８,９００棟が昭和５６年以前の建築物となっています。
　耐震化率を見ると、住宅では約７１.４パーセント、特定建築
物（耐震改修促進法第６条第１号および第２号に掲げる学校、
百貨店、老人ホーム等の建築物）では約７４.３パーセントとな
っています。計画では、これらの住宅および特定建築物の平成

２７年度における耐震化率の目標を９０パーセントとしています。
　市有建築物については、平成２７年度までにおおむねすべて
の施設の耐震改修を行うことを目指します。また、主要な市
有建築物について耐震診断を速やかに行い、耐震診断および
耐震改修の実施状況等について情報を公表することとしてい
ます。
　民間建築物については、建築物の所有者が自己の責任にお
いて建築物の安全性を確保することが原則であり、市は、で
きる限りこれらを支援する観点から、啓発、情報提供および
支援等を行うことで耐震改修等の促進を図ります。
　【耐震化促進の施策と啓発】
　耐震診断および耐震改修等の補助制度、国の税制（耐震改
修促進税制、住宅ローン減税）などの制度の周知・活用を図
り、耐震診断や耐震改修の促進を進めます。また、技術者の
紹介、講習会の開催、地震ハザードマップの作成、耐震相談
窓口の設置などを盛り込んでいます。
　□問 建築住宅課�７１５０－６０８８

流山市耐震改修促進計画（案）

内容の変更はありません。
場条例】
自転車駐車場の登録手数料から施設
者負担を原則とした施設使用料の設
設のグレードに応じた使用料金格差
台当たりの自転車にかかる、自転車
した経費は平成１７年度で５,０１９円、平
っていることから、料金改正後の平
なるよう算定しています。具体的に
駅からの距離、屋根の有無など施設の
格差を設定しています（別表参照）。
５０－６３１２

条例（案）

す。また、第１次計画で提案された
な実施について定めます。
計画と定員適正化計画】
員適正化計画における平成１８年度お
減員数に対し、指定管理者制度や行
、おおむね５～７割程度の業務量を
きました。この目標に対し、指定管
おむね達成できたと考えていますが、
ては、多くのものが業務の一部につ
たのが現状です。このため、第２次
市民提案を積極的に推進し、第１次
いる部分を含めて、平成２２年４月１
対し、第１次計画と同程度の業務量
ます。

】
化計画による職員削減数に対応した
、業務の委託化・民営化により、他
なった職員について、新たな公共サ
公共サービスに転換することで、市
すものです。今後は、計画による成
会・市民から意見をいただくことで、
満足度の高い行財政運営」の確立を

７１５０－６０７８

（案）

写しや所得証明などの申請等、各種の
事業所などのパソコンからインターネ
えるようにするための条例制定です。
オンラインで申請した住民票の写し
数料の支払いや、固定資産税課税台帳
にすることを視野に入れています。
�７１５０－６０７８

条例（案）

　施設の維持管理や運営等に要する費用

改正後
原動機付
自転車

自転車
高校生以下般

６,０００円
（月額５００円）

１,５００円
（月額１２５円）

円
５０円）

９,６００円
（月額８００円）

２,４００円
（月額２００円）

円
００円）

２,７００円
（月額２２５円）

円
５０円）

３,０００円
（月額２５０円）

円
００円）

３,６００円
（月額３００円）

円
００円）

市内居住者と同額

平成２２年平成２１年平成２０年平成１９年

９６４人９９５人１,０２７人１,０５６人

△３１人△３２人△２９人△１７人

数（定員適正化計画より）

平成２０年２月策定（Ｈ２０年１０月実施）予定

平成２０年４月施行予定

平成２１年４月施行予定

平成２０年３月策定予定

平成２０年４月施行予定

　市には、市民生活に欠かせない多くの公共施設が整備され
ています。
　しかし、これらの施設の使用料については、長年にわたり
据え置かれてきたものも多く、社会経済状況の変化等を踏ま
えた適正な見直しが必要となっています。また、施設には有
料施設と無料施設があり、施設間格差の是正を図ることも必
要となっています。
　市では、市民が利用する公共施設の使用料設定に当たり、
基本的な考え方を整理し、統一的な指標を得るため、「公共
施設の使用料設定に当たっての基本方針」を策定することと
しました。
　なお、この基本方針（案）により算出した各施設の使用料
（利用料）の一覧表を、基本方針（案）に添付します。この
一覧表の提示をもって、各施設の設置および管理に関する条
例改正等のパブリックコメントに変えさせていただきます。
基本方針は平成２０年２月の策定を目指し、各施設の使用料設
定は、平成２０年１０月１日からの実施を予定しています。
　【基本方針】
　受益者負担の原則、共通的な使用料算定方法の確立、減免
基準の見直しの３点を基本方針として位置付けます。
　①受益者負担の原則
　施設を利用する方には、施設使用に当たっての光熱水費等
のコストに対し応分の負担をしていただくことが必要である
と考えます。
　そこで、「受益者負担の原則」を基本方針の第一とし、受
益者負担を徹底し、原則、すべての公共施設に使用料を設定
します。ただし、法令により使用料を徴収できない場合等、
合理的な理由がある施設については例外とします。
　②共通的な使用料算定方法の確立
　使用料算定の方法を、共通的なものとして明らかにするこ
とは、利用者自身が負担する使用料の根拠を知る上で重要な
ことです。そこで、市民の皆さんに分かりやすい使用料の算
定方法として、統一的な方法で把握した原価（施設の利用に
係る費用）による方式をとります。
　原価については、施設の維持管理や運営等に要した１年分
の費用を別表の項目により把握します。なお、計算に当たっ

ては、施設のロビーや通路等の共用スペースに係る経費、施
設で行われる催しなどに要する経費については除外した上で
別表の費用を対象とします。
　③無料・減免基準の見直し
　使用料の無料・減免基準は、施設の利用促進などに一定の
効果を上げています。しかし、利用のほとんどが無料や減免
となる制度は、本来的な負担の公平性を損なう恐れがありま
す。そこで、これまでの無料・減免制度の見直しを図り、減
免基準を適用する場合には、分かりやすく、誰からみても必
要と考えられる範囲に限定します。
　【急激な負担増への配慮】
　これらの基準により算定された使用料が、現行の使用料を
大幅に上回る場合には、急激な負担増を避けるため、使用料
が段階的に上昇するよう配慮が必要です。そこで、団体利用
・個人利用のそれぞれに対し、改定上限率を設定し、急激な
負担増を防ぎます。
　また、使用料の見直しについては原則３年毎とし、基本方
針の見直しについては、社会情勢および経済情勢の変化等を
踏まえ、必要に応じてすることとします。
　□問 企画政策課�７１５０－６０６４

　【使用料の原価の計算方法】
使用料の原価（使用料の目安）＝１時間当たりの原価×貸し出し時間
※１時間当たりの原価＝１㎡・１時間当たりの原価（共通原価）×貸し
出し面積
※１㎡・１時間当たりの原価＝施設の年間維持管理経費÷施設面積÷
年間使用可能時間

内　　容　　等項　目

光熱水費、委託料（指定管理料含む）、賃借料など
施設の維持管理や運営に係る経費

物 件 費

修繕料や、維持補修工事費など施設の維持補修に係
る経費

維持補修費

火災保険料、運営上必要となった謝礼金など補 助 費 等

（　）　　 第１１５１号５
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市民の方（３,０００人）にお願いしている｢まちづくり達成度アンケート調査｣は、１２月３日までに投函してください
□問行政改革推進課�７１５０－６０７８

ご
意
見
募
集

　

平
成　

年
４
月
１
日
採

２０

用
予
定
の
流
山
市
職
員

（
保
健
師
）
を
、
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

　

【
受
験
手
続
き
】

　

▽
提
出
書
類
＝
試
験
申

込
書
（
市
指
定
用
紙
を
人

事
課
で
配
布
）
に
必
要
事

項
を
明
記
の
上
、
本
人
が

人
事
課
へ
持
参
ま
た
は
郵

送
▽
受
付
期
間
／
時
間
＝

　

月　

日
�
〜
平
成　

年

１２

１７

２０

１
月　

日
�
（　

月　

日

１０

１２

２９

〜
１
月
３
日
お
よ
び
土
・

日
曜
、
祝
日
を
除
く
）
／

９
時
〜　

時
※
郵
送
は
１

１７

月　

日
必
着

１０ 市
職
員
を
募
集

来
年
４
月
１
日
採
用
予
定

【
第
１
次
試
験
】

　

▽
期
日
／
内
容
＝
平
成

　

年
１
月　

日
�
／
一
般

２０

２０

教
養
、
専
門
試
験
、
適
性

試
験
▽
場
所
＝
流
山
市
役

所
※
第
２
次
試
験
は
面
接

（
日
程
は
１
次
試
験
合
格

者
に
通
知
）

　

□問
 

人
事
課
�
７
１
５
０

―
６
０
６
８

審
議
会
委
員
を
募
集

行
財
政
改
革
に
皆
さ
ん
の
声
を

　

市
で
は
、
流
山
市
行
財

政
改
革
審
議
会
の
委
員
を

募
集
し
ま
す
。

　

同
審
議
会
は
、
新
行
財

政
改
革
実
行
プ
ラ
ン
の
進

行
管
理
な
ど
、
市
の
行
財

政
改
革
の
推
進
に
必
要
な

調
査
・
審
議
を
行
い
、
市

長
に
答
申
や
建
議
を
行
う

機
関
で
す
。

　

▽
応
募
資
格
／
募
集
人

員
＝　

歳
以
上
の
市
民（
外

２０

国
人
登
録
の
方
を
含
む
）

／
５
人
以
内
▽
活
動
予
定

＝
月
２
回
程
度
の
会
議（
平

日
開
催
予
定
）
▽
報
酬
＝

日
額
７
２
０
０
円
▽
任
期

＝
委
嘱
日
か
ら
２
年
間（
平

成　

年
２
月
委
嘱
予
定
）

２０
▽
応
募
方
法
＝
「
私
の
考

え
る
行
財
政
改
革
」
に
つ

い
て
８
０
０
字
程
度
に
ま

と
め
、
住
所
、
氏
名
、
年

齢
、
経
歴
、
電
話
番
号
、

お
持
ち
の
方
は
Ｅ
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
明
記
し
、　
１２

月　

日
（
必
着
）
ま
で
に

２１
〒
２
７
０
―
０
１
９
２
流

山
市
役
所
行
政
改
革
推
進

課
へ
郵
送
ま
た
は
持
参
※

フ
ァ
ッ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル

（k
eieik

aik
ak
u
@
city
.

nagareyam
a.chiba.jp

）

で
の
応
募
も
可
▽
第
１
次

選
考
＝
書
類
審
査
（
１
月

中
旬
に
応
募
者
全
員
に
結

果
を
通
知
）
▽
第
２
次
選

考
＝
面
接
（
１
月
下
旬
予

定
）
※
選
任
等
に
関
す
る

指
針
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
。
審
議
会
委
員
と

な
ら
れ
た
方
は
、
住
所
、

氏
名
、
年
齢
を
広
報
お
よ

び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

表
し
ま
す

　

□問
 

行
政
改
革
推
進
課
�

７
１
５
０
―
６
０
７
８
／

�
７
１
５
０
―
０
１
１
１

盲
導
犬
に
つ
い
て
考
え
る

今
日
１
日
、
南
流
山
セ
ン
タ
ー
で

　

今
日
１
日　

時
か
ら
南

１４

流
山
セ
ン
タ
ー
で
、「
人
権

講
演
会
」を
開
催
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、　

月
３
日
か

１２

ら
の
障
害
者
週
間
と
翌
４

日
か
ら
の
人
権
週
間
を
前

に
、
松
戸
人
権
擁
護
委
員

協
議
会
流
山
部
会
（
秋
月

孝
夫
会
長
）
が
行
う
も
の

で
す
。
今
年
は
、
市
内
で

盲
導
犬
ホ
ー
リ
ー
と
暮
ら

す
盲
導
犬
ユ
ー
ザ
ー
（
使

用
者
）
の
道
端
久
美
子
さ

ん
を
講
師
に
盲
導
犬
に
つ

い
て
考
え
ま
す
。

　

道
端
さ
ん
は
、
目
が
見

え
な
く
な
っ
て
か
ら
パ
ソ

コ
ン
を
始
め
、
音
声
ソ
フ

ト
を
使
っ
て
盲
導
犬
に
関

す
る
エ
ッ
セ
ー
に
も
挑
戦
。

昨
年
冬
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ

ー
ス
で
も
こ
う
し
た
活
動

が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　

身
体
障
害
者
補
助
犬
法

が
施
行
さ
れ
て
４
年
に
な

り
ま
す
が
、「
犬
が
か
わ
い

そ
う
」、「
犬
は
入
店
お
断

り
で
す
」
な
ど
、
ま
だ
ま

だ
盲
導
犬
に
つ
い
て
誤
解

さ
れ
て
い
る
方
が
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
機
会
に
、
盲
導
犬

で
は
人
権
週
間
、
ま
た
、

　

月　

日
か
ら　

日
ま
で

１２

１０

１６

は
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題

啓
発
週
間
で
す
。

　

本
市
の
人
権
擁
護
委
員

の
皆
さ
ん
は
、
拉
致
は
人

権
侵
害
と
い
う
視
点
で
、

平
成　

年
度
か
ら
市
役
所

１５

ロ
ビ
ー
に
白
い
ク
リ
ス
マ

ス
ツ
リ
ー
を
設
置
し
、
拉

致
問
題
の
早
期
解
決
と
被

害
者
の
無
事
救
出
を
祈
っ

て
、
ツ
リ
ー
に
ブ
ル
ー
リ

ボ
ン
を
結
ん
で
い
た
だ
く

募
金
活
動
な
ど
を
展
開
し

て
い
ま
す
。

　

今
年
も　

月　

日
ま
で
、

１２

２５

市
役
所
ロ
ビ
ー
に
ツ
リ
ー

を
設
置
し
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

□問
 

秘
書
広
報
課
�
７
１

５
０
―
６
０
６
３

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。

　

▽
日
時
＝　

月
１
日
�

１２

　

時
〜　

時
▽
場
所
＝
南

１４

１６

流
山
セ
ン
タ
ー
▽
入
場
料

＝
無
料
▽
申
し
込
み
＝
当

日
直
接
会
場
へ
※
要
約
筆

記
、
手
話
通
訳
あ
り

ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
募
金

ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
募
金

に
ご
協
力
を

に
ご
協
力
を

　
　

月
４
日
か
ら　

日
ま

１２

１０

人権講演会

　募集する職種等

受験資格
職　種

（募集人員）

昭和４９年４月２日以降に生まれ
た方で、保健師の資格を有する
方、または平成２０年春季までに
資格取得見込みの方

保健師
（若干名）

　自転車駐車場の登録手数料や、放置自転車対策などにつ
いて定めた「流山市自転車の利用及び駐車に関する条例」
が、平成４年４月に施行されて１５年が経過しています。市
では、自転車駐車対策審議会等の意見をもとに検討を行い、
平成２１年４月１日（平成２１年度利用）からの施行に向けて
条例の改正を検討しています。
　この条例改正は、現在制定されている「流山市自転車の
利用及び駐車に関する条例」を廃止し、新たに、使用料等
について定める「流山市自転車駐車場条例」と、放置自転
車対策等について定める「流山市自転車の放置防止に関す
る条例」に分けて制定することを予定しているものです。
なお、「流山市自転車の放置防止に関する条例」について

は、現行の条例からの内
　【流山市自転車駐車場
　主な改正点として、
使用料への転換、受益者
定、駅からの距離や施設
の設定を行います。１台
駐車場の管理運営に要
成１８年度で４,９７２円とな
均使用料金を４,６６４円と
は、４,８００円を基準とし、駅
グレード等により料金格
　□問 安心安全課�７１

流山市自転車駐車場条例（案）及び流山市自転車の放置防止に関する条

　市では、新行財政改革実行プランが掲げる「効率的で市
民満足度の高い行財政運営」の確立を目指し、市民との協働
が可能な業務を明確化し、市民による業務参加の推進を目
的とした「第１次アウトソーシング計画」を平成１８年３月
に策定しました。
　引き続き、定員適正化計画による職員数の削減とともに、
さらなる市民の業務参加を進めることを目的に、平成２０年
３月の策定を目指し、第２次アウトソーシング計画の策定
作業を進めています。計画期間は、平成２２年３月末までと
します。
　【対象事業の選定】
　アウトソーシング計画では、市の職員自らが事務事業の
改革・改善を進めるため対象事業を抽出する「行政提案」
と、市民の皆さんの自由な発想で意見をいただく「市民提
案」の２通りの方法で対象事業を選定しています。実際の
業務委託に関しては、ＮＰＯ団体や自治会、民間事業者な
どを広く対象としています。また、施設の管理運営につい
ては、民間事業者などのノウハウを活かした「指定管理者
制度」も活用しています。
　【市民提案事業の実施へ】
　第１次アウトソーシング計画では、アウトソーシングの
全体の流れと、市が市民参加や民間委託を進める事業を指
定する「行政提案」事業について定めています。また、公
務員でなければならないものを除いて市が行う事務事業に
対し市民からの提案をいただく「市民提案」について、事
業の公表と意見募集までを行いました。
　第２次アウトソーシング計画は、第１次計画における庁
内体制の充実やＮＰＯ団体等の育成、情報提供の方法など
の課題の検討や、国の動きに伴う対応、官民競争入札の対

応などについて定めます
市民提案事業の具体的な
　【アウトソーシング計
　第１次計画では、定員
よび平成１９年度の職員減
政提案実施事業により、
補うことを目標として
理者制度についてはおお
行政提案１２事業について
いての委託にとどまった
計画では、行政提案・市
計画で未達成となってい
日までの職員削減数に対
を補うことを目標としま

　【計画の今後の対応】
　本計画は、定員適正化
業務量を補うとともに、
の分野に配置が可能とな
ービスや重点化すべき公
民満足度の向上を目指す
果を毎年度公表し、議会
さらに「効率的で市民満
目指します。
　□問 行政改革推進課�

流山市第２次アウトソーシング計画（

　行政手続オンライン化関係３法の施行により、行政機関
等に係る手続き等をインターネットなどのオンライン等に
より行うことができるようにするための法整備が行われま
した。
　市では、市の機関に係る申請・届出その他の手続き等を、
電子情報処理組織を使用する方法や、他の情報通信の技術
を利用する方法により行えるようにするため、「流山市行
政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」を
平成２０年４月施行を目標に
作業を進めています。
　条例では電子申請におけ
る共通事項を定め、これに
より、市民の利便性の向上
とともに、行政運営の簡素
化および効率化を図りま
す。
　具体的には、従来書面で

行っていた住民票の写
行政手続きを自宅や事
ット等を利用して行え
　また、将来的には、
や所得証明の交付手数
などの縦覧等も可能に
　□問 行政改革推進課�

　流山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条

現行
駐車場名

（場所については３面の図を参照） 原動機付
自転車

自転車
一般高校生以下一般
３,０００

（月額２５

６,０００円
（月額５００円）

１,５００円
（月額１２５円）

３,０００円
（月額２５０円）

流山電鉄沿線自転車駐車場

４,８００
（月額４０

運河堤防・運河駅第２・江戸川台
駅東口第１・江戸川台駅東口第２
・江戸川台駅西口第１・江戸川台
駅西口第２・初石駅東側第１・初
石駅東側第２・初石駅東側第３・
初石駅西側第２自転車駐車場

５,４００
（月額４５

運河駅第１・初石駅西側第1自
転車駐車場

６,０００
（月額５０

江戸川台駅東口自転車駐車場
２階・江戸川台駅西口自転車駐
車場２階

７,２００
（月額６０

江戸川台駅東口自転車駐車場
１階・江戸川台駅西口自転車駐
車場１階

１２,０００円
（月額１,０００円）

３,０００円
（月額２５０円）

６,０００円
（月額５００円）

市外居住者（近隣市を除く）

平成１８年

１,０７３人職　員

△３１人対前年減員数

各年４月１日の職員数

皆さんの善意とご協力を　皆さんの善意とご協力を
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平成１９年１２月１日（土曜日）　　　（　）４
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【
募
集
要
領
】

　

ご
意
見
は
、
市
内
在
住

・
在
勤
・
在
学
の
方
で
あ

れ
ば
ど
な
た
で
も
提
出
で

き
ま
す
。

　

任
意
様
式
に
、
案
に
対

ご
意
見
募
集

計
画
案
や
条
例
案
に
ご
意
見
を

計
画
案
や
条
例
案
に
ご
意
見
を

自
転
車
駐
車
場
や
公
共
施
設
使
用
料
な
ど

自
転
車
駐
車
場
や
公
共
施
設
使
用
料
な
ど

　

市
で
は
、
重
要
な
計
画
や
条
例
を
策
定
す
る
際
に
、
そ
の
案
を
公
表
し
、
そ
れ

に
対
す
る
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
て
意
思
決
定
を
行
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
制
度
を
、「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
実
施
要
綱
」
に
基
づ
き
、
平
成　
１９

年
４
月
１
日
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
号
で
は
、
策
定
が
予
定
さ
れ
て
い
る
５

つ
の
計
画
や
条
例
等
の
概
要
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
、
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

す
る
意
見
、
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
を
明
記
の
上
、

平
成　

年
１
月
４
日
（
必

２０

着
）
ま
で
に
別
表
の
各
担

当
課
ま
で
郵
送
ま
た
は
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
フ
ァ

ッ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
の

提
出
も
可
能
で
す
。

　

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条

例
案
・
計
画
案
等
は
各
担

当
課
、
各
出
張
所
・
公
民

館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
等

は
、
条
例
・
計
画
等
の
策

定
に
当
た
り
参
考
に
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
ご
意
見
に

対
す
る
市
の
考
え
方
を
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
開

し
ま
す
。
な
お
、
個
別
の

回
答
は
し
ま
せ
ん
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

　ご意見を募集する条例や計画の名称と意見提出先

ファックス番号
メールアドレス

担当課名
電話番号

名　　　称

�７１５０－０１１１
kikakukeiei@city.
nagareyama.chiba.jp

企画政策課
�７１５０－６０６４

流山市公共施設の使用料設定に
当たっての基本方針（案）

�７１５９－０９５４
kenchikushidou@city.
nagareyama.chiba.jp

建築住宅課
�７１５０－６０８８流山市耐震改修促進計画（案）

�７１５０－３３０９
seikatuanzen@city.
nagareyama.chiba.jp

安心安全課
�７１５０－６３１２

流山市自転車駐車場条例（案）及び流山
市自転車の放置防止に関する条例（案）

�７１５０－０１１１
keieikaikaku@city.
nagareyama.chiba.jp

行政改革推進
課
�７１５０－６０７８

流山市第２次アウトソーシング
計画（案）

流山市行政手続等における情報通
信の技術の利用に関する条例（案）

流山市公共施設の使用料設定に当たっての基本方針（案）

　市では、耐震改修を緊急の課題とし、住宅等の耐震化を促
進するため、「流山市耐震改修促進計画」を平成２０年４月の施
行を目指し、策定作業を進めています。
　【計画の趣旨】
　流山市耐震改修促進計画は、「建築物の耐震改修の促進に関
する法律」第５条の規定に基づき策定するものです。
　市は、本計画に基づき、千葉県および関係機関と相互に連
携を図りながら、耐震化を促進するための施策を推進し、ま
た啓発および知識の普及を積極的に行い、耐震化に関する意
識の高揚と建築物の安全性の向上を図ります。
　【計画の目標】
　市内には、平成１９年１月時点で、約４５,２００棟の建築物があり、
このうち約１８,９００棟が昭和５６年以前の建築物となっています。
　耐震化率を見ると、住宅では約７１.４パーセント、特定建築
物（耐震改修促進法第６条第１号および第２号に掲げる学校、
百貨店、老人ホーム等の建築物）では約７４.３パーセントとな
っています。計画では、これらの住宅および特定建築物の平成

２７年度における耐震化率の目標を９０パーセントとしています。
　市有建築物については、平成２７年度までにおおむねすべて
の施設の耐震改修を行うことを目指します。また、主要な市
有建築物について耐震診断を速やかに行い、耐震診断および
耐震改修の実施状況等について情報を公表することとしてい
ます。
　民間建築物については、建築物の所有者が自己の責任にお
いて建築物の安全性を確保することが原則であり、市は、で
きる限りこれらを支援する観点から、啓発、情報提供および
支援等を行うことで耐震改修等の促進を図ります。
　【耐震化促進の施策と啓発】
　耐震診断および耐震改修等の補助制度、国の税制（耐震改
修促進税制、住宅ローン減税）などの制度の周知・活用を図
り、耐震診断や耐震改修の促進を進めます。また、技術者の
紹介、講習会の開催、地震ハザードマップの作成、耐震相談
窓口の設置などを盛り込んでいます。
　□問 建築住宅課�７１５０－６０８８

流山市耐震改修促進計画（案）

内容の変更はありません。
場条例】
自転車駐車場の登録手数料から施設
者負担を原則とした施設使用料の設
設のグレードに応じた使用料金格差
台当たりの自転車にかかる、自転車
した経費は平成１７年度で５,０１９円、平
っていることから、料金改正後の平
なるよう算定しています。具体的に
駅からの距離、屋根の有無など施設の
格差を設定しています（別表参照）。
５０－６３１２

条例（案）

す。また、第１次計画で提案された
な実施について定めます。
計画と定員適正化計画】
員適正化計画における平成１８年度お
減員数に対し、指定管理者制度や行
、おおむね５～７割程度の業務量を
きました。この目標に対し、指定管
おむね達成できたと考えていますが、
ては、多くのものが業務の一部につ
たのが現状です。このため、第２次
市民提案を積極的に推進し、第１次
いる部分を含めて、平成２２年４月１
対し、第１次計画と同程度の業務量
ます。

】
化計画による職員削減数に対応した
、業務の委託化・民営化により、他
なった職員について、新たな公共サ
公共サービスに転換することで、市
すものです。今後は、計画による成
会・市民から意見をいただくことで、
満足度の高い行財政運営」の確立を

７１５０－６０７８

（案）

写しや所得証明などの申請等、各種の
事業所などのパソコンからインターネ
えるようにするための条例制定です。
オンラインで申請した住民票の写し
数料の支払いや、固定資産税課税台帳
にすることを視野に入れています。
�７１５０－６０７８

条例（案）

　施設の維持管理や運営等に要する費用

改正後
原動機付
自転車

自転車
高校生以下般

６,０００円
（月額５００円）

１,５００円
（月額１２５円）

円
５０円）

９,６００円
（月額８００円）

２,４００円
（月額２００円）

円
００円）

２,７００円
（月額２２５円）

円
５０円）

３,０００円
（月額２５０円）

円
００円）

３,６００円
（月額３００円）

円
００円）

市内居住者と同額

平成２２年平成２１年平成２０年平成１９年

９６４人９９５人１,０２７人１,０５６人

△３１人△３２人△２９人△１７人

数（定員適正化計画より）

平成２０年２月策定（Ｈ２０年１０月実施）予定

平成２０年４月施行予定

平成２１年４月施行予定

平成２０年３月策定予定

平成２０年４月施行予定

　市には、市民生活に欠かせない多くの公共施設が整備され
ています。
　しかし、これらの施設の使用料については、長年にわたり
据え置かれてきたものも多く、社会経済状況の変化等を踏ま
えた適正な見直しが必要となっています。また、施設には有
料施設と無料施設があり、施設間格差の是正を図ることも必
要となっています。
　市では、市民が利用する公共施設の使用料設定に当たり、
基本的な考え方を整理し、統一的な指標を得るため、「公共
施設の使用料設定に当たっての基本方針」を策定することと
しました。
　なお、この基本方針（案）により算出した各施設の使用料
（利用料）の一覧表を、基本方針（案）に添付します。この
一覧表の提示をもって、各施設の設置および管理に関する条
例改正等のパブリックコメントに変えさせていただきます。
基本方針は平成２０年２月の策定を目指し、各施設の使用料設
定は、平成２０年１０月１日からの実施を予定しています。
　【基本方針】
　受益者負担の原則、共通的な使用料算定方法の確立、減免
基準の見直しの３点を基本方針として位置付けます。
　①受益者負担の原則
　施設を利用する方には、施設使用に当たっての光熱水費等
のコストに対し応分の負担をしていただくことが必要である
と考えます。
　そこで、「受益者負担の原則」を基本方針の第一とし、受
益者負担を徹底し、原則、すべての公共施設に使用料を設定
します。ただし、法令により使用料を徴収できない場合等、
合理的な理由がある施設については例外とします。
　②共通的な使用料算定方法の確立
　使用料算定の方法を、共通的なものとして明らかにするこ
とは、利用者自身が負担する使用料の根拠を知る上で重要な
ことです。そこで、市民の皆さんに分かりやすい使用料の算
定方法として、統一的な方法で把握した原価（施設の利用に
係る費用）による方式をとります。
　原価については、施設の維持管理や運営等に要した１年分
の費用を別表の項目により把握します。なお、計算に当たっ

ては、施設のロビーや通路等の共用スペースに係る経費、施
設で行われる催しなどに要する経費については除外した上で
別表の費用を対象とします。
　③無料・減免基準の見直し
　使用料の無料・減免基準は、施設の利用促進などに一定の
効果を上げています。しかし、利用のほとんどが無料や減免
となる制度は、本来的な負担の公平性を損なう恐れがありま
す。そこで、これまでの無料・減免制度の見直しを図り、減
免基準を適用する場合には、分かりやすく、誰からみても必
要と考えられる範囲に限定します。
　【急激な負担増への配慮】
　これらの基準により算定された使用料が、現行の使用料を
大幅に上回る場合には、急激な負担増を避けるため、使用料
が段階的に上昇するよう配慮が必要です。そこで、団体利用
・個人利用のそれぞれに対し、改定上限率を設定し、急激な
負担増を防ぎます。
　また、使用料の見直しについては原則３年毎とし、基本方
針の見直しについては、社会情勢および経済情勢の変化等を
踏まえ、必要に応じてすることとします。
　□問 企画政策課�７１５０－６０６４

　【使用料の原価の計算方法】
使用料の原価（使用料の目安）＝１時間当たりの原価×貸し出し時間
※１時間当たりの原価＝１㎡・１時間当たりの原価（共通原価）×貸し
出し面積
※１㎡・１時間当たりの原価＝施設の年間維持管理経費÷施設面積÷
年間使用可能時間

内　　容　　等項　目

光熱水費、委託料（指定管理料含む）、賃借料など
施設の維持管理や運営に係る経費

物 件 費

修繕料や、維持補修工事費など施設の維持補修に係
る経費

維持補修費

火災保険料、運営上必要となった謝礼金など補 助 費 等

（　）　　 第１１５１号５
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市民の方（３,０００人）にお願いしている｢まちづくり達成度アンケート調査｣は、１２月３日までに投函してください
□問行政改革推進課�７１５０－６０７８

ご
意
見
募
集

　

平
成　

年
４
月
１
日
採

２０

用
予
定
の
流
山
市
職
員

（
保
健
師
）
を
、
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

　

【
受
験
手
続
き
】

　

▽
提
出
書
類
＝
試
験
申

込
書
（
市
指
定
用
紙
を
人

事
課
で
配
布
）
に
必
要
事

項
を
明
記
の
上
、
本
人
が

人
事
課
へ
持
参
ま
た
は
郵

送
▽
受
付
期
間
／
時
間
＝

　

月　

日
�
〜
平
成　

年

１２

１７

２０

１
月　

日
�
（　

月　

日

１０

１２

２９

〜
１
月
３
日
お
よ
び
土
・

日
曜
、
祝
日
を
除
く
）
／

９
時
〜　

時
※
郵
送
は
１

１７

月　

日
必
着

１０ 市
職
員
を
募
集

来
年
４
月
１
日
採
用
予
定

【
第
１
次
試
験
】

　

▽
期
日
／
内
容
＝
平
成

　

年
１
月　

日
�
／
一
般

２０

２０

教
養
、
専
門
試
験
、
適
性

試
験
▽
場
所
＝
流
山
市
役

所
※
第
２
次
試
験
は
面
接

（
日
程
は
１
次
試
験
合
格

者
に
通
知
）

　

□問
 

人
事
課
�
７
１
５
０

―
６
０
６
８

審
議
会
委
員
を
募
集

行
財
政
改
革
に
皆
さ
ん
の
声
を

　

市
で
は
、
流
山
市
行
財

政
改
革
審
議
会
の
委
員
を

募
集
し
ま
す
。

　

同
審
議
会
は
、
新
行
財

政
改
革
実
行
プ
ラ
ン
の
進

行
管
理
な
ど
、
市
の
行
財

政
改
革
の
推
進
に
必
要
な

調
査
・
審
議
を
行
い
、
市

長
に
答
申
や
建
議
を
行
う

機
関
で
す
。

　

▽
応
募
資
格
／
募
集
人

員
＝　

歳
以
上
の
市
民（
外

２０

国
人
登
録
の
方
を
含
む
）

／
５
人
以
内
▽
活
動
予
定

＝
月
２
回
程
度
の
会
議（
平

日
開
催
予
定
）
▽
報
酬
＝

日
額
７
２
０
０
円
▽
任
期

＝
委
嘱
日
か
ら
２
年
間（
平

成　

年
２
月
委
嘱
予
定
）

２０
▽
応
募
方
法
＝
「
私
の
考

え
る
行
財
政
改
革
」
に
つ

い
て
８
０
０
字
程
度
に
ま

と
め
、
住
所
、
氏
名
、
年

齢
、
経
歴
、
電
話
番
号
、

お
持
ち
の
方
は
Ｅ
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
明
記
し
、　
１２

月　

日
（
必
着
）
ま
で
に

２１
〒
２
７
０
―
０
１
９
２
流

山
市
役
所
行
政
改
革
推
進

課
へ
郵
送
ま
た
は
持
参
※

フ
ァ
ッ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル

（k
eieik

aik
ak
u
@
city
.

nagareyam
a.chiba.jp

）

で
の
応
募
も
可
▽
第
１
次

選
考
＝
書
類
審
査
（
１
月

中
旬
に
応
募
者
全
員
に
結

果
を
通
知
）
▽
第
２
次
選

考
＝
面
接
（
１
月
下
旬
予

定
）
※
選
任
等
に
関
す
る

指
針
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
。
審
議
会
委
員
と

な
ら
れ
た
方
は
、
住
所
、

氏
名
、
年
齢
を
広
報
お
よ

び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

表
し
ま
す

　

□問
 

行
政
改
革
推
進
課
�

７
１
５
０
―
６
０
７
８
／

�
７
１
５
０
―
０
１
１
１

盲
導
犬
に
つ
い
て
考
え
る

今
日
１
日
、
南
流
山
セ
ン
タ
ー
で

　

今
日
１
日　

時
か
ら
南

１４

流
山
セ
ン
タ
ー
で
、「
人
権

講
演
会
」を
開
催
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、　

月
３
日
か

１２

ら
の
障
害
者
週
間
と
翌
４

日
か
ら
の
人
権
週
間
を
前

に
、
松
戸
人
権
擁
護
委
員

協
議
会
流
山
部
会
（
秋
月

孝
夫
会
長
）
が
行
う
も
の

で
す
。
今
年
は
、
市
内
で

盲
導
犬
ホ
ー
リ
ー
と
暮
ら

す
盲
導
犬
ユ
ー
ザ
ー
（
使

用
者
）
の
道
端
久
美
子
さ

ん
を
講
師
に
盲
導
犬
に
つ

い
て
考
え
ま
す
。

　

道
端
さ
ん
は
、
目
が
見

え
な
く
な
っ
て
か
ら
パ
ソ

コ
ン
を
始
め
、
音
声
ソ
フ

ト
を
使
っ
て
盲
導
犬
に
関

す
る
エ
ッ
セ
ー
に
も
挑
戦
。

昨
年
冬
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ

ー
ス
で
も
こ
う
し
た
活
動

が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　

身
体
障
害
者
補
助
犬
法

が
施
行
さ
れ
て
４
年
に
な

り
ま
す
が
、「
犬
が
か
わ
い

そ
う
」、「
犬
は
入
店
お
断

り
で
す
」
な
ど
、
ま
だ
ま

だ
盲
導
犬
に
つ
い
て
誤
解

さ
れ
て
い
る
方
が
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
機
会
に
、
盲
導
犬

で
は
人
権
週
間
、
ま
た
、

　

月　

日
か
ら　

日
ま
で

１２

１０

１６

は
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題

啓
発
週
間
で
す
。

　

本
市
の
人
権
擁
護
委
員

の
皆
さ
ん
は
、
拉
致
は
人

権
侵
害
と
い
う
視
点
で
、

平
成　

年
度
か
ら
市
役
所

１５

ロ
ビ
ー
に
白
い
ク
リ
ス
マ

ス
ツ
リ
ー
を
設
置
し
、
拉

致
問
題
の
早
期
解
決
と
被

害
者
の
無
事
救
出
を
祈
っ

て
、
ツ
リ
ー
に
ブ
ル
ー
リ

ボ
ン
を
結
ん
で
い
た
だ
く

募
金
活
動
な
ど
を
展
開
し

て
い
ま
す
。

　

今
年
も　

月　

日
ま
で
、

１２

２５

市
役
所
ロ
ビ
ー
に
ツ
リ
ー

を
設
置
し
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

□問
 

秘
書
広
報
課
�
７
１

５
０
―
６
０
６
３

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。

　

▽
日
時
＝　

月
１
日
�

１２

　

時
〜　

時
▽
場
所
＝
南

１４

１６

流
山
セ
ン
タ
ー
▽
入
場
料

＝
無
料
▽
申
し
込
み
＝
当

日
直
接
会
場
へ
※
要
約
筆

記
、
手
話
通
訳
あ
り

ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
募
金

ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
募
金

に
ご
協
力
を

に
ご
協
力
を

　
　

月
４
日
か
ら　

日
ま

１２

１０

人権講演会

　募集する職種等

受験資格
職　種

（募集人員）

昭和４９年４月２日以降に生まれ
た方で、保健師の資格を有する
方、または平成２０年春季までに
資格取得見込みの方

保健師
（若干名）

　自転車駐車場の登録手数料や、放置自転車対策などにつ
いて定めた「流山市自転車の利用及び駐車に関する条例」
が、平成４年４月に施行されて１５年が経過しています。市
では、自転車駐車対策審議会等の意見をもとに検討を行い、
平成２１年４月１日（平成２１年度利用）からの施行に向けて
条例の改正を検討しています。
　この条例改正は、現在制定されている「流山市自転車の
利用及び駐車に関する条例」を廃止し、新たに、使用料等
について定める「流山市自転車駐車場条例」と、放置自転
車対策等について定める「流山市自転車の放置防止に関す
る条例」に分けて制定することを予定しているものです。
なお、「流山市自転車の放置防止に関する条例」について

は、現行の条例からの内
　【流山市自転車駐車場
　主な改正点として、
使用料への転換、受益者
定、駅からの距離や施設
の設定を行います。１台
駐車場の管理運営に要
成１８年度で４,９７２円とな
均使用料金を４,６６４円と
は、４,８００円を基準とし、駅
グレード等により料金格
　□問 安心安全課�７１

流山市自転車駐車場条例（案）及び流山市自転車の放置防止に関する条

　市では、新行財政改革実行プランが掲げる「効率的で市
民満足度の高い行財政運営」の確立を目指し、市民との協働
が可能な業務を明確化し、市民による業務参加の推進を目
的とした「第１次アウトソーシング計画」を平成１８年３月
に策定しました。
　引き続き、定員適正化計画による職員数の削減とともに、
さらなる市民の業務参加を進めることを目的に、平成２０年
３月の策定を目指し、第２次アウトソーシング計画の策定
作業を進めています。計画期間は、平成２２年３月末までと
します。
　【対象事業の選定】
　アウトソーシング計画では、市の職員自らが事務事業の
改革・改善を進めるため対象事業を抽出する「行政提案」
と、市民の皆さんの自由な発想で意見をいただく「市民提
案」の２通りの方法で対象事業を選定しています。実際の
業務委託に関しては、ＮＰＯ団体や自治会、民間事業者な
どを広く対象としています。また、施設の管理運営につい
ては、民間事業者などのノウハウを活かした「指定管理者
制度」も活用しています。
　【市民提案事業の実施へ】
　第１次アウトソーシング計画では、アウトソーシングの
全体の流れと、市が市民参加や民間委託を進める事業を指
定する「行政提案」事業について定めています。また、公
務員でなければならないものを除いて市が行う事務事業に
対し市民からの提案をいただく「市民提案」について、事
業の公表と意見募集までを行いました。
　第２次アウトソーシング計画は、第１次計画における庁
内体制の充実やＮＰＯ団体等の育成、情報提供の方法など
の課題の検討や、国の動きに伴う対応、官民競争入札の対

応などについて定めます
市民提案事業の具体的な
　【アウトソーシング計
　第１次計画では、定員
よび平成１９年度の職員減
政提案実施事業により、
補うことを目標として
理者制度についてはおお
行政提案１２事業について
いての委託にとどまった
計画では、行政提案・市
計画で未達成となってい
日までの職員削減数に対
を補うことを目標としま

　【計画の今後の対応】
　本計画は、定員適正化
業務量を補うとともに、
の分野に配置が可能とな
ービスや重点化すべき公
民満足度の向上を目指す
果を毎年度公表し、議会
さらに「効率的で市民満
目指します。
　□問 行政改革推進課�

流山市第２次アウトソーシング計画（

　行政手続オンライン化関係３法の施行により、行政機関
等に係る手続き等をインターネットなどのオンライン等に
より行うことができるようにするための法整備が行われま
した。
　市では、市の機関に係る申請・届出その他の手続き等を、
電子情報処理組織を使用する方法や、他の情報通信の技術
を利用する方法により行えるようにするため、「流山市行
政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」を
平成２０年４月施行を目標に
作業を進めています。
　条例では電子申請におけ
る共通事項を定め、これに
より、市民の利便性の向上
とともに、行政運営の簡素
化および効率化を図りま
す。
　具体的には、従来書面で

行っていた住民票の写
行政手続きを自宅や事
ット等を利用して行え
　また、将来的には、
や所得証明の交付手数
などの縦覧等も可能に
　□問 行政改革推進課�

　流山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条

現行
駐車場名

（場所については３面の図を参照） 原動機付
自転車

自転車
一般高校生以下一般
３,０００

（月額２５

６,０００円
（月額５００円）

１,５００円
（月額１２５円）

３,０００円
（月額２５０円）

流山電鉄沿線自転車駐車場

４,８００
（月額４０

運河堤防・運河駅第２・江戸川台
駅東口第１・江戸川台駅東口第２
・江戸川台駅西口第１・江戸川台
駅西口第２・初石駅東側第１・初
石駅東側第２・初石駅東側第３・
初石駅西側第２自転車駐車場

５,４００
（月額４５

運河駅第１・初石駅西側第1自
転車駐車場

６,０００
（月額５０

江戸川台駅東口自転車駐車場
２階・江戸川台駅西口自転車駐
車場２階

７,２００
（月額６０

江戸川台駅東口自転車駐車場
１階・江戸川台駅西口自転車駐
車場１階

１２,０００円
（月額１,０００円）

３,０００円
（月額２５０円）

６,０００円
（月額５００円）

市外居住者（近隣市を除く）

平成１８年

１,０７３人職　員

△３１人対前年減員数

各年４月１日の職員数

皆さんの善意とご協力を　皆さんの善意とご協力を
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★印のあるものは市主催のものです 

�
　

★
軽
ス
ポ
ー
ツ
用
具
活

用
講
習
会

　

▽
日
時
＝　

月
８
日
�

１２

　

時　

分
〜　

時　

分
▽

１３

３０

１５

３０

場
所
＝
総
合
運
動
公
園
▽

対
象
／
定
員
＝
市
民
／　
３０

人
（
先
着
順
）
▽
参
加
費

＝
無
料
▽
持
ち
物
＝
帽
子
、

タ
オ
ル
、
水
筒
な
ど
▽
申

し
込
み
＝　

月
３
日
８
時

１２

　

分
か
ら
電
話
で
生
涯
学

３０習
課
へ

　

□問
 

生
涯
学
習
課
�
７
１

５
０
―
６
１
０
６

　

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の

講
座

　

①
お
風
呂
で
デ
ト
ッ
ク

ス
「
バ
ス
ソ
ル
ト
」
作
り

　

▽
期
日
＝　

月
４
日
�

１２

・　

日
�
▽
時
間
＝　

時

１８

１９

〜　

時　

分
▽
場
所
＝
生

２０

３０

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
▽
対
象

／
定
員
＝
市
民
／
各　

人
２０

（
先
着
順
）
▽
参
加
費
＝

１
０
０
０
円
（
別
途
材
料

代
１
５
０
０
円
）

　

②
ク
リ
ス
マ
ス
・
フ
ラ

ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト

　

▽
期
日
＝　

月
７
日
�

１２

▽
時
間
＝
①　

時
〜　

時

１４

１６

②　

時
〜　

時
▽
場
所
＝

１９

２１

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
▽
対

象
／
定
員
＝
市
民
／
各　
２０

講
座
・
講
演

人
（
先
着
順
）
▽
参
加
費

＝
１
０
０
０
円
（
別
途
材

料
代
３
５
０
０
円
）

　

【
申
し
込
み
】

　

電
話
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク

ス
（
希
望
講
座
名
、
住
所
、

氏
名
、電
話
番
号
を
明
記
）

で
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
へ

　

□問
 

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

�
７
１
５
０
―
７
４
７
４

／
�
７
１
５
９
―
６
６
３

９
　

再
就
職
準
備
セ
ミ
ナ
ー

　

▽
日
時
＝
平
成　

年
１

２０

月　

日
�　

時
〜　

時
▽

１３

１０

１２

場
所
＝
さ
わ
や
か
ち
ば
県

民
プ
ラ
ザ
（
柏
市
）
▽
定

員
＝　

人
（
先
着
順
）
▽

６０

内
容
＝
シ
ニ
ア
産
業
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
・
栗
原
知
女
さ

ん
の
講
演
▽
参
加
費
＝
無

料
※
申
込
方
法
な
ど
詳
細

は
問
い
合
わ
せ
を

　

□問
 

ち
ば
県
民
共
生
セ
ン

タ
ー
東
葛
飾
セ
ン
タ
ー
�

７
１
４
０
―
８
６
０
２

�
　

★
手
賀
沼
ポ
ス
タ
ー
コ

ン
ク
ー
ル
作
品
展

　

▽
期
間
（
時
間
）
／
場

所
＝
①　

月　

日
�
〜　

１２

１２

１２

月　

日
�（
９
時
〜　

時
）

２０

１７

／
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
・

プ
ラ
ザ
館
②　

月　

日
�

１２

２５

展　
　

示

〜　

月　

日
�
（
８
時　

１２

２７

３０

分
〜　

時　

分
）
／
市
役

１７

２０

所
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
▽
入

場
料
＝
無
料

　

□問
 

環
境
政
策
課
�
７
１

５
０
―
６
０
８
３

　

人
権
作
文
・
ポ
ス
タ
ー

の
展
示
（
松
戸
人
権
擁
護

委
員
協
議
会
流
山
部
会
主

催
）

　

▽
期
間
＝　

月　

日
�

１２

１１

〜　

月　

日
�
（
土
・
日

１２

１７

曜
を
除
く
）
▽
時
間
＝
８

時　

分
〜　

時　

分
▽
場

３０

１７

２０

所
＝
市
役
所
ロ
ビ
ー
▽
内

容
＝
平
成　

年
度
子
ど
も

１９

人
権
ポ
ス
タ
ー
原
画
コ
ン

テ
ス
ト
お
よ
び
平
成　

年
１９

度
全
国
中
学
生
人
権
作
文

コ
ン
テ
ス
ト
の
各
入
賞
作

品
を
展
示
し
ま
す
▽
入
場

料
＝
無
料

　

□問
 

秘
書
広
報
課
�
７
１

５
０
―
６
０
６
３

�
　

★
人
形
劇
の
つ
ど
い

　

▽
日
時
＝　

月
７
日
�

１２

　

時
〜　

時
▽
場
所
＝
東

１４

１５

部
公
民
館
▽
内
容
＝
人
形

劇
「
き
つ
ね
に
た
べ
ら
れ

た
パ
ン
の
は
な
し
」
▽
出

演
＝
人
形
劇
ピ
ッ
コ
ロ
▽

入
場
料
＝
無
料
▽
申
し
込

み
＝
当
日
直
接
会
場
へ

　

□問
 

中
央
図
書
館
�
７
１

５
９
―
４
６
４
６

　

音
楽
鑑
賞
会
「
天
才
・

ヒ
ロ
シ
の
お
も
し
ろ
コ
ン

サ
ー
ト
」

　

▽
日
時
＝　

月　

日
�

１２

１２

　

時　

分
〜　

時　

分
▽

１０

３０

１２

１０

場
所
＝
文
化
会
館
▽
対
象

映
画
・
公
演

／
定
員
＝
市
内
在
住
の　
２０

歳
以
上
の
方
／
３
０
０
人

程
度
（
先
着
順
）
▽
出
演

＝
天
才
ピ
ア
ニ
ス
タ
ー
ヒ

ロ
シ
▽
演
目
＝
愛
の
挨
拶
、

デ
ィ
ズ
ニ
ー
組
曲
、
リ
ク

エ
ス
ト
に
よ
る
即
興
メ
ド

レ
ー
な
ど
▽
入
場
料
＝
無

料
▽
申
し
込
み
＝
当
日
直

接
会
場
へ
※
安
全
管
理
の

た
め
、
身
分
証
明
書
等
を

ご
持
参
く
だ
さ
い

　

□問
 

県
立
流
山
南
高
等
学

校
�
７
１
５
９
―
１
２
３

１�
　

★
消
費
生
活
苦
情
相
談

員
の
募
集

　

▽
勤
務
内
容
＝
消
費
者

の
疑
問
や
悩
み
、
ト
ラ
ブ

ル
解
決
な
ど
の
相
談
▽
勤

務
場
所
＝
市
役
所
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
▽
応
募
資
格

＝
消
費
生
活
専
門
相
談
員
、

消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、

消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
の
い
ず
れ
か
の
有
資
格

者
▽
募
集
人
員
＝
１
人
▽

勤
務
期
間
＝
平
成　

年
１

２０

月
４
日
〜
同
年
３
月　

日
３１

※
更
新
あ
り
▽
勤
務
日
＝

週
２
日
以
上
（
原
則
土
・

日
曜
、
祝
日
等
を
除
く
）

▽
勤
務
時
間
＝
９
時
〜　
１５

時
、　

時
〜　

時
※
い
ず

１０

１６

れ
も　

時
〜　

時
は
休
憩

１２

１３

▽
応
募
方
法
＝
履
歴
書
に

必
要
事
項
を
明
記
の
上
、

　

月　

日
ま
で
に
コ
ミ
ュ

１２

１０

ニ
テ
ィ
課
へ
持
参
ま
た
は

郵
送
（
郵
送
の
場
合
は
簡

易
書
留
）
※
選
考
方
法
は

資
格
・
求
人

書
類
審
査
の
上
、
面
接

　

□問
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
�

７
１
５
０
―
６
０
７
６

　

学
童
保
育
所
指
導
員
の

募
集

　

▽
勤
務
場
所
＝
ち
び
っ

こ
ク
ラ
ブ
（
平
和
台
）
▽

勤
務
内
容
＝
流
山
北
小
１

〜
３
年
生
の
放
課
後
保
育

▽
応
募
資
格
＝
長
期
勤
務

可
能
な
方
▽
勤
務
日
／
勤

務
時
間
＝
土
曜
を
含
む
週

３
〜
５
日
程
度
／
４
〜
５

時
間
程
度（
平
日
は
午
後
、

土
曜
等
は
午
前
ま
た
は
午

後
）
▽
時
間
給
＝
８
０
０

円
※
詳
細
は
平
日
午
後
に

問
い
合
わ
せ
を

　

□問
 

ち
び
っ
こ
ク
ラ
ブ
�

７
１
５
９
―
５
９
２
１

�
　

★
江
戸
川
台
東
３
丁
目

地
区
地
区
計
画
の
原
案
の

縦
覧

　

▽
縦
覧
期
間
＝　

月
６

１２

日
�
〜　

月　

日
�（
土
・

１２

２０

日
曜
を
除
く
）
▽
時
間
＝

８
時　

分
〜　

時　

分
▽

３０

１７

２０

場
所
＝
都
市
計
画
課
▽
意

見
書
の
提
出
期
間
＝　

月
１２

６
日
�
〜　

月　

日
�

１２

２７

縦　

覧

（
郵
送
の
場
合
は
消
印
有

効
）

　

□問
 

都
市
計
画
課
�
７
１

５
０
―
６
０
８
７

�
　

★
年
忘
れ
ニ
ュ
ー
ス
ポ

ー
ツ
の
つ
ど
い

　

▽
日
時
＝　

月　

日
�

１２

１６

８
時
〜
９
時
（
受
け
付
け

は
７
時　

分
〜
８
時
）
▽

３０

場
所
＝
東
小
学
校
第
１
体

育
館
▽
内
容
＝
軽
ス
ポ
ー

ツ
な
ど
※
終
了
後
に
茶
話

会
▽
参
加
費
＝
無
料
（
茶

話
会
参
加
者
は
１
０
０ 

円
）
▽
持
ち
物
＝
体
育
館

用
シ
ュ
ー
ズ
、
水
筒
、
タ

オ
ル
な
ど
▽
申
し
込
み
＝

当
日
直
接
会
場
へ

　

□問
 

生
涯
学
習
課
�
７
１

５
０
―
６
１
０
６

　

総
合
運
動
公
園
「
野
球

場
」
の
閉
鎖

　
　

月　

日
か
ら
平
成　

１２

１７

２０

年
３
月　

日
ま
で
の
間
、

３１

芝
の
養
生
の
た
め
、
総
合

運
動
公
園
野
球
場
を
閉
鎖

し
ま
す
。

　

□問
 

市
民
総
合
体
育
館
�

７
１
５
９
―
１
２
１
２

　

ク
リ
ス
マ
ス
お
話
会
ス

ペ
シ
ャ
ル
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

な
が
れ
や
ま
栞
主
催
）

　

▽
期
日
／
場
所
＝
①　
１２

月
８
日
�
／
森
の
図
書
館

②　

月　

日
�
／
中
央
図

１２

１５

書
館
▽
時
間
＝　

時
〜　

１５

１６

時
▽
対
象
＝
幼
児
、
小
学

生
と
そ
の
保
護
者
▽
内
容

＝
エ
プ
ロ
ン
シ
ア
タ
ー
、

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
、
絵
本

な
ど
▽
参
加
費
＝
無
料
▽

そ
の
他

申
し
込
み
＝
当
日
直
接
各

会
場
へ

　

□問
 

中
央
図
書
館
�
７
１

５
９
―
４
６
４
６
／
森
の

図
書
館
�
７
１
５
２
―
３

２
０
０

　

流
山
市
母
子
寡
婦
福
祉

会
「
ク
リ
ス
マ
ス
会
」

　

▽
日
時
＝　

月
９
日
�

１２

　

時
〜　

時
▽
場
所
＝
文

１３

１５

化
会
館
▽
参
加
費
＝
３
０

０
円
（
小
人
１
０
０
円
）

▽
申
し
込
み
＝　

月
７
日

１２

ま
で
に
電
話
で
同
福
祉
会

会
長
・
井
上
�
７
１
５
３

―
０
６
８
９
（　

時
〜　

１９

２１

時
受
け
付
け
）
へ

　

□問
 

子
ど
も
家
庭
課
�
７

１
５
０
―
６
０
８
２

　

２
０
０
８
年
版
千
葉
県

民
手
帳
を
販
売

　

▽
販
売
期
間
＝　

月
３

１２

日
�
〜
※
な
く
な
り
次
第

終
了
▽
販
売
場
所
＝
企
画

政
策
課
▽
色
の
種
類
＝
紺

色
、
黄
色
の
２
色
▽
価
格

＝
５
０
０
円
（
税
込
み
）

　

□問
 

企
画
政
策
課
�
７
１

５
０
―
６
０
６
４

　

障
害
者
・
高
齢
者
の
人

権
・
１
１
０
番

　

▽
日
時
＝　

月　

日
�

１２

１０

　

時
〜　

時
▽
内
容
＝
障

１３

１６

害
を
持
つ
方
、
高
齢
者
に

関
す
る
人
権
問
題
お
よ
び

法
律
相
談
（
財
産
問
題
、

金
銭
問
題
、
家
族
問
題
な

ど
）
▽
相
談
料
＝
無
料
※

ご
相
談
は
臨
時
電
話
（
�

０
４
３
―
２
２
７
―
９
０

５
５
）
へ

　

□問
 

千
葉
県
弁
護
士
会
�

０
４
３
―
２
２
２
―
３
４

３
０

相談あんない（１２月）
　相談日が祝・休日など
の場合は、休みとなりま
す。事前に問い合わせを。
　

＝市民相談室の相談＝ 
 �７　１　５　８－１　６　１　６

 
①法律相談（予約制）
火・木曜（１３：００～１５：４０）
※２７日は除く
　
②悩みごと相談（予約制）
（人権・行政）
３日・７日・１０日・１７日
（１０：００～１５：００）
　
③税務相談（予約制）　
５日（１３：００～１６：３０）
　
④登記相談（予約制）
１２日（１３：００～１５：４０）

⑤交通事故相談（予約制）
１７日（１０：００～１５：００）
 

⑥不動産相談（予約制）
１９日（１３：００～１６：３０）
　 
⑦行政書士相談（予約制）
　※予約は２日前までに
１日（受付終了）
９日（１３：００～１５：３０）
２１日（１３：００～１６：００）
　※１日は南流山センター、
９日はおおたかの森出
張所（日曜情報センタ
ー）で出張相談

　
⑧外国人相談（予約制）
　今月は開催しません
　

＝その他の相談＝

消費生活相談
月～金曜（９：００～１６：００）
　消費生活センター
□問 同センター�７１５８－
０９９９

子供悩みごと相談　
月～金曜（１０：００～１６：００）
　家庭児童相談室
□問 同相談室�７１５８－４１４４
　

育児相談
月～金曜（９：３０～１６：３０）
　子育て支援センター
ゆうゆう
□問 同センター�７１４４－７９２６
　
子育て電話相談
月～金曜（９：００～１６：００）
土曜（９：００～１１：３０）　
□問 平和台保育所�７１５８－
１４３５／江戸川台保育所�
７１５２－０６４８／向小金保育
所�７１７４－８８５３
　

心配ごと相談
水曜（１０：００～１５：００）
　ケアセンター
□問 社会福祉協議会�７１５９
－４７３５

教育相談
月～金曜（９：００～１６：００）
※第３水曜を除く
　教育研究企画室
□問 教育相談室�７１５０－
８３９０
　

青少年相談
月～金曜（９：３０～１６：３０）
※第３水曜を除く
　青少年指導センター
□問 同センター相談室�
７１５８－７８３０
　　
療育相談
月～金曜（９：００～１６：００）
　つばさ学園内療育相談室
□問 療育相談室�７１５４－
４８４４

障害者就労相談
月～金曜、２３日	
（９：００～１７：００）
※平日のみ予約制
　障害者就労支援センター
□問 同センター�７１５５－
６４２１
　

幼児ことばの相談室
月～金曜（９：００～１６：００）
　ケアセンター
□問 療育相談室�７１５４－
４８４４
　

心の相談（予約制）
６日（１３：３０～１６：００）
１７日（１３：００～１６：００）
　心の相談室
□問 障害者支援課�７１５０－
６０８１

酒害相談
４日・２８日（１７：００～２１：００）
　江戸川台福祉会館
９日（１３：００～１５：００）
　向小金福祉会館
□問 流山断酒新生会�７１５３
－７４２２

　
年金相談（予約制）
１４日（９：３０～１５：３０）
　市民相談室
※先着１２人
□問 国保年金課�７１５０－
６１１０
　

わが家の耐震相談・無料診断
　月～金曜
　（９：００～１６：００）
　昭和５６年以前建築の木造
住宅対象

　□問 建築住宅課�７１５０－
６０８８

　献血にご協力を　
　
　▽日時＝１２月８日�１０時～１６時▽場所＝
イトーヨーカドー流山店▽献血のできる
方＝１６歳～６９歳の健康な方（６５歳以上の
方は、６０歳から６４歳までに献血経験があ
る方）※献血カードをお持ちの方は持参
　□問 保健センター�７１５４－０３３１
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第１１５１号（　）　　　平成１９年１２月１日（土曜日）７

　
　

時
間
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
電
話

３６
相
談

　
　

月
１
日
の
「
世
界
エ

１２
イ
ズ
デ
ー
」
に
合
わ
せ
、

全
国
に
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
電
話
相

談
窓
口
を
設
置
し
ま
す
。　

　

▽
日
時
＝　

月
１
日
�

１２

　

時
〜　

月
２
日
�　

時

１０

１２

２２

（　

時
間
）
※
日
本
語
に

３６
よ
る
相
談
で
、
携
帯
電
話

や
Ｐ
Ｈ
Ｓ
も
利
用
可

　

□問
 
　

時
間
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
電

３６

話
相
談
�
０
１
２
０
―
５

４
５
０
３
６

　

全
国
一
斉
多
重
債
務
者

相
談
ウ
イ
ー
ク

　

千
葉
県
で
は
、
弁
護
士

会
、
司
法
書
士
会
な
ど
に

よ
る
債
務
整
理
や
生
活
再

建
の
た
め
の
無
料
相
談
会

を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
東
葛
飾
地
区
５

市
の
共
催
で
も
無
料
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

▽
日
時
＝　

月　

日
�

１２

１２

　

時
〜　

時
▽
場
所
＝
①

１０

１６

県
…
千
葉
県
庁（
千
葉
市
）

②
東
葛
飾
地
区
…
柏
市
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー（
柏
市
）

▽
相
談
内
容
＝
面
接
に
よ

る
相
談
（
予
約
優
先
）
※

　

月
３
日
９
時
か
ら
予
約

１２受
け
付
け
。
詳
細
は
問
い

合
わ
せ
を

　

□問
 

県
庁
県
民
生
活
課
�

０
４
３
―
２
２
３
―
２
２

９
２
／
柏
市
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
�
７
１
６
３
―
５

８
５
３

　

わ
か
り
や
す
い
裁
判
員

制
度
〜
市
民
の
た
め
の
裁

判
員
裁
判
説
明
会

　

▽
日
時
＝　

月　

日
�

１２

１５

　

時
〜　

時
▽
場
所
＝
千

１４

１６

葉
県
弁
護
士
会
松
戸
支
部

（
松
戸
市
）
▽
定
員
＝　
５０

人
（
先
着
順
）
▽
内
容
＝

弁
護
士
に
よ
る
裁
判
員
裁

判
の
説
明
、
質
疑
応
答
▽

参
加
費
＝
無
料
▽
申
し
込

み
＝　

月
３
日　

時
か
ら

１２

１０

電
話
で
千
葉
県
弁
護
士
会

松
戸
支
部
へ

　

□問
 

千
葉
県
弁
護
士
会
松

戸
支
部
�
０
４
７
―
３
６

６
―
１
２
１
１

�
　
　

〈
順
不
同
・
敬
称
略
〉

　

健
康
福
祉
基
金
へ

　

▽
流
山
市
文
化
協
会
舞

踊
部
＝　

万
円
▽
流
山
市

３０

歌
謡
演
芸
連
合
会
＝
７
万

８
０
０
０
円
▽
イ
ト
ー
ヨ

ー
カ
ド
ー
労
働
組
合
お
お

た
か
の
森
支
部
＝
６
０
０

０
円
▽
覺
正
美
恵
子
（
駒

木
）
＝
金
額
は
非
表
示
希

望
▽
流
山
市
カ
ラ
オ
ケ
演

芸
協
会
＝
５
万
２
１
８
１

円
▽
国
連
支
援
交
流
協
会

流
山
支
部
＝
１
万
円
▽
流

山
市
名
陶
会
＝　

万
円
▽

１０

匿
名
＝
７
７
２
円

　

ふ
る
さ
と
緑
の
基
金
へ

　

▽
国
連
支
援
交
流
協
会

流
山
支
部
＝
１
万
円
▽
お

お
た
か
森
Ｓ
・
Ｃ
お
お
た

か
塾
＝
２
万
６
０
０
０
円

▽
宇
月
裕
夫
（
若
葉
台
）

＝
１
万
円
▽
京
和
ガ
ス



＝　

万
１
２
０
０
円
▽
匿

６１
名
（
東
初
石
）
＝　

万
５

１６

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

善

意

善　
　

意

柏健康福祉センター（保健所）の事業〈�７１６７－１２５５〉
受付時間１２月の実施日事 業 名

１３：００～１３：３０２０日未熟児等発達・療育相談
１３：００～１４：００１０日（夜間検査あり）ＨＩＶ抗体検査
１４：００～１５：３０１４日女性のための健康相談
１４：００～１６：００１０日・１８日・２５日心の健康相談
１４：００～１６：００３日・１７日アルコール悩みごと相談
１４：００～１６：００４日酒　害　教　室
１３：００～１５：００１３日不　妊　相　談

　※相談内容など、詳細は問い合わせを

　▽場所＝保健センター内「平日夜間・休日診療所」（西初石４－１４３３－１）
▽診療科目／受付時間＝①平日夜間…内科、小児科／１９時～２０時３０分②休
日…９時～１１時３０分、１３時～１６時３０分（午後の診療は１３時３０分から、歯科
の受付は１１時３０分まで）※病状により二次病院へ紹介させていただく場合
があります。平日夜間・休日診療所の開設に伴い、当番医による休日夜間
の在宅診療は廃止となりましたので、休日夜間の救急については、消防本
部（�７１５８－０１１９）へお問い合わせください
　□問 平日夜間・休日診療所�７１５５－３４５６

平日夜間・休日の救急医療

保健あんない（１２月）
　転入者などで個人通知が届か
ない場合は、お問い合わせくだ
さい。
　□問 保健センター�７１５４－０３３１
　
ハローベイビー
７日・２１日　保健センター
（１２：３０～１２：５０受付）
１２日　保健センター
（９：４５～１０：００受付）
※妊娠５～８カ月の妊婦とパー
トナー対象。３回で１コース（２
回目からの参加者は要予約）
　
カムカムキッズ（予約制）
１１日　南流山福祉会館
１９日　保健センター
※平成１８年１１月～平成１９年２
月生まれの乳児対象。歯と食
生活の指導と試食。母子健康
手帳、おしぼりを持参

もぐもぐ教室（予約制）
２０日　東部公民館
２１日　保健センター
※４～５カ月児の離乳食指導。
母子健康手帳、器、スプーン
を持参

育児相談
７日　保健センター
２５日　向小金福祉会館
（９：３０～１０：３０受付）
※母子健康手帳を持参。今月
の保健センターは１歳以上の
幼児対象（１歳未満の弟妹が
いる場合は、来月に来所）

むし歯予防教室（予約制）
５日・１０日・１９日　保健センター
※２歳２カ月児対象（１９日は
１・２回参加の幼児対象）。１
歳６カ月児健康診査時に申し
込みを

食事相談（予約制）

月～金曜　保健センター

※生活習慣病などの食事指導

　

成人健康相談（予約制）

月～金曜　保健センター

※生活習慣病など健康に関する相談

　

健康診査

①３カ月児…１７日・１８日

（平成１９年８月生まれの乳児対象）

②１歳６カ月児…１３日・１４日

（平成１８年５月生まれの幼児対象）

③３歳児…３日・４日

（平成１６年９月生まれの幼児対象）

※いずれも保健センター

（１２：４５～１３：４５受付）
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　江戸川八十八ケ所霊場めぐり（北総歩こう会主催）＝
１２月９日�８時３０分～１５時（雨天決行）、南流山中央公園
～おおたかの森駅～南柏駅（１６㎞）、参加費３００円□問 和田
�７１５４－０１７０
　室内合奏団クレメンティア第６回演奏会（同友の会主
催、市教委後援）＝１２月９日�１４時～１６時、カトリック
豊四季教会。入場料４,０００円（前売り３,５００円）、小・中学
生１,０００円□問 白石�７１４３－７６４４
　墨彩で年賀状を描きませんか（柏芳会主催）＝１２月１３
日�１３時３０分～１５時３０分、さわやかちば県民プラザ（柏
市）。参加費１,０００円※８日までに要申し込み□問 安蒜�
７１５５－４０８５
　第７回フラワーズコンサート～童謡、抒情歌を歌う～
＝１２月１４日�１４時～１６時、アミュゼ柏（柏市）。入場料
無料□問 鈴木�７１４１－１０８８
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

　彩雅会（はがき絵）＝第１・３火曜（第２・４火曜の場合
もあり）１３時３０分～１５時３０分、初石公民館□問 小林�
７１４３－９０８６
　宮園ガーデンクラブ（フラワーアレンジメント、ガー
デン見学など）＝第３土曜１５時～１７時、主に思井福祉会
館□問 林�７１５９－３５２５
　ナチュラルビューティー（中高年のためのやさしいヨ
ガ体操）＝毎週金曜１０時３０分～１１時４５分、ときわまつ自
治会館□問 朝倉�７１５３－５２１２
　歩の会（水彩画）＝第１・３土曜９時～１２時、生涯学習セ
ンター□問 金山�７１７４－３４７３（１８時以降）

　中高年のためのエアロビクス＝毎週木曜１０時３０分～１１
時４０分、シルバー人材センター□問 小関�７１５２－
８１２０
　子育て塾（子育て支援）＝第４木曜１３時３０分～、江戸
川台東自治会館□問 小林�７１５５－０６１８
　サークル・オカリナ（オカリナアンサンブル、発表会
や音楽祭に参加）＝毎週月曜１３時～１７時、毎週水曜１８時
～２１時、初石公民館□問 猪股�７１５３－６９０８
　安来節保存会流山部会（どじょうすくい踊り、銭太
鼓）＝第２・４火曜１８時～２０時３０分、南流山センター※か
くし芸に最適□問 山澤�７１５８－１５３７
　北部ペン習字会＝第１・３金曜９時４５分～１２時、北部公
民館□問 渡部�７１５４－３３０５
　ほっとプラザ下花輪ヨガの会＝毎週木曜（予定）１３時
～１５時、ほっとプラザ下花輪□問 恩田�７１５２－７８２９
（１８時以降）
　流山ジュニアバドミントンクラブ＝毎週土曜１６時～１９
時、流山北小学校※初心者歓迎□問 斉藤�７１５２－
１９２４
　カラオケ同好会オンチーズ＝第１・３金曜１９時～２１時、
江戸川台東自治会館□問 増田�７１５３－３２８９

市民伝言板 

□ 問 秘書広報課 � 7150　6063

　このコーナーに掲載を希望する方は秘書広報課、各公民館、南流
山センター、森の図書館、各福祉会館、市民総合体育館にある
掲載申込書（市ホームページからもダウンロード可）に必要事項を記
入の上、秘書広報課に提出を。なお、イベントは掲載希望号の１
カ月前までに。 
　掲載する内容はイベント名・サークル名、開催日時・場所、
問い合わせ先です。また、内容の確認は当事者間でするように
お願いします。 

－ 

イ ベ ン ト

サ ー ク ル

歳末売り出し
　流山市商店会連合会加盟商店会では、次のとおり歳
末売り出しを開催します。期間中は、楽しい抽選やイ
ベントをご用意して、皆さまのお越しをお待ちしてい
ます。

配偶者暴力防止法の改正
　配偶者暴力防止法の一部改正法が、平成１９年の通
常国会で成立し、７月１１日に公布され、平成２０年１
月１１日から施行されます。
　改正の主な内容は、次のとおりです。
　Ⅰ　保護命令制度の拡充
　　１　生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者

に係る保護命令
２　電話等を禁止する保護命令
３　被害者の親族等への接近禁止命令

　Ⅱ　市町村基本計画の策定の努力義務　等
　　※詳細は問い合わせを。なお、内閣府では、配
偶者からの暴力被害者支援情報サイト（http://www.
gender.go.jp/e-vaw/index.htm）を開設しています
　□問 千葉県総合企画部男女共同参画課施策推進室
�０４３－２２３－２３７６

抽選場所
売出期間商店会名等

抽選日時

ジョー鈴木美容室横
１１月２９日
　～１２月９日

電話局通り日栄会
　□問 鈴木�７１５２－６９１５ １２月８日・９日

（１１：００～１６：００）

【賞品】お買い物券（１万円）、和洋菓子、漬物セット　ほか

江戸川台東口　
駅前特設テント１２月１日

　～１２月９日

江戸川台駅前商店街振興
組合
　□問 事務局�７１５４－３２１１ １２月８日・９日

（１０：３０～１８：３０）

【賞品】現金つかみ取り　ほか

学園通り中央
１２月１日
　～１月６日

江戸川台学園通り昭和会
　□問 安達�７１５４－５５５６ １月６日

（１０：００～１７：００）

【賞品】ディズニーランドペアチケット、お米、缶ビール　ほか
　　　※模擬店、地元農産物直売などのイベントもあり

商店街大村庵倉庫
１２月５日
　～１２月２４日

松ケ丘商店会
　□問 渡辺�７１４５－０２１５ １２月２２日～２４日

（１０：００～１８：００）

【賞品】特賞｢現金つかみ取り｣、ディズニーランドペアチケット
　　　ほか
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平成１９年１２月１日（土曜日）　　　（　）８第１１５１号

日　程・催し物会　場
１５日�　らくらくクラフト
２６日�　書きぞめをしよう

駒 木 台 児 童 館
�７１５４－４８２１

８日�　みんなで作ろう楽しい工作
２１日�　ドッジボール大会

江戸川台児童センター
�７１５４－３０２６

２０日�　ドッジボール大会
２１日�　クリスマス会

思井児童センター
�７１５９－５６６６

８日�　キャンドル作り
２０日�　クリスマスゲーム大会

向小金児童センター
�７１７３－９３２０

１５日�・２２日�・２７日�　チャレンジ大会
２１日�　クリスマス会

十太夫児童センター
�７１５４－５２５４

６日�　ちびっこクリスマス会野々下児童センター
�７１４５－９５００

１０日�～１５日�　クリスマスカード作り
２１日�　人形劇

赤城児童センター
�７１５８－４５４５

１２日�　親子で遊ぼう!!
　　　　（南流山センター）
２１日�　クリスマス会とお誕生会

子育て支援センター
ゆうゆう

�７１４４－７９２６

児童館・センター１２月の催し物
　開催時間や申し込み方法などは、各児童館・
センターへお問い合わせください。

古紙100％再生紙、大豆油インク使用 
掲載記事へのお問い合わせの際は、電話番号をお間違えのないようにお願いします

本紙掲載の募集記事等にかかる応募者の個人データについては、当該目的以外では使用しません
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冬
の
交
通
安
全
運
動

交
通
事
故
の
な
い
ま
ち
を
目
指
し
て

１２/１０～１２/３１

　横断歩道では、自転車から降りて

年末年始は「相馬ユートピア」へ
　冬の相馬は、「あんこう」や「松葉がに」などの食材が

有名です。また、白鳥の飛来地として有名な「手の沢池」

は相馬ユートピアから車で約１０分足らず。

　家族そろって「相馬ユートピア」でリフレッシュしま

せんか。
　□問 コミュニティ課�７１５０－６０７６
年末年始の予約状況　　　　　（１１月２８日現在）

１／６１／５１／４１／３１／２１／１１２／３１１２／３０１２／２９
○○○○×××△○

○…空き室あり　△…若干空き室あり　×…満室
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運
転
や
携
帯
電

話
を
使
用
し
な
が
ら
の
運

転
は
し
な
い
。

　

③
夜
間
や
夕
暮
れ
時
は

必
ず
ラ
イ
ト
を
点
灯
し
、

　

「
油
断
せ
ず 
い
つ
も
心

に 
初
心
者
マ
ー
ク
」、「
危

な
い
よ 
わ
た
れ
る
つ
も
り

の 
そ
の
横
断
」
を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
、
今
月　

日
か
ら

１０

　

日
ま
で
『
冬
の
交
通
安

３１全
運
動
』
が
展
開
さ
れ
ま

す
。

　

期
間
中
は
「
飲
酒
運
転

の
根
絶
」、「
高
齢
者
の
交

通
事
故
防
止
」、「
夕
暮
れ

時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自

転
車
乗
車
中
の
交
通
事
故

自
転
車
に
は
反
射
器
材
を

付
け
る
。

　

④
横
断
歩
道
で
は
、
自

転
車
か
ら
降
り
て
自
転
車

を
押
し
て
渡
る
。

　

ま
た
、
交
通
ル
ー
ル
の

遵
守
だ
け
で
な
く
、
ま
わ

り
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
思

い
や
り
の
あ
る
運
転
を
心

掛
け
て
く
だ
さ
い
。

　

□問
 

安
心
安
全
課
�
７
１

５
０
―
６
３
１
２

カ
月
間
、全
国
一
斉
に「
歳

末
た
す
け
あ
い
運
動
」
が

展
開
さ
れ
ま
す
。

　

千
葉
県
共
同
募
金
会
流

山
市
支
会
で
は
、
市
内
自

治
会
お
よ
び
関
係
機
関
な

ど
の
協
力
を
得
て
募
金
活

動
を
実
施
し
ま
す
。
皆
さ

ん
か
ら
の
心
温
ま
る
善
意

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

寄
せ
ら
れ
た
善
意
は
、

援
助
を
必
要
と
す
る
家
庭

な
ど
へ
の
支
援
や
、
地
域

福
祉
・
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ

ス
に
役
立
た
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

□問
 

流
山
市
社
会
福
祉
協

議
会
内
千
葉
県
共
同
募
金

会
流
山
市
支
会
�
７
１
５

９
―
４
７
３
５

　

「
み
ん
な
で
さ
さ
え
あ

う
あ
っ
た
か
い
地
域
づ
く

り
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

今
日
か
ら　

日
ま
で
の
１

３１

　
　

月　

日
か
ら
「
門
松

１２

１７

カ
ー
ド
」を
配
布
し
ま
す
。

　

自
治
会
を
通
じ
た
配
布

は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
必

要
な
方
は
市
役
所
み
ど
り

の
課
、
各
出
張
所
、
各
福

祉
会
館
、
各
公
民
館
へ
。

な
く
な
り
次
第
終
了
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
ご
自
宅
で
印
刷

で
き
る
よ
う
、　

日
か
ら

１７

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
門
松

カ
ー
ド
の
印
刷
デ
ー
タ
を

用
意
し
ま
す
の
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

□問
 

み
ど
り
の
課
�
７
１

５
０
―
６
０
９
２

歳
末
た
す
け
あ
い
募
金

き
ょ
う
か
ら
全
国
一
斉
に

門
松
カ
ー
ド
の
配
布

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す

ごみが増えています
～ごみ減量にご協力を～

　年末年始のごみ収集日は、別表のとおりです。
　年末は家庭から出るごみの量が増えますので、大掃除は
早めに行い、ごみは数回に分けて集積所に出してくださ
い。また、粗大ごみが出た場合は早めに引き取りを依頼す
るか、各自クリーンセンターに直接搬入してください。
　なお、粗大ごみに限らず搬入したごみは、すべて有料
（重さによる料金精算）となっています。

【年末年始のごみ収集】

※クリーンセンターに直接搬入する場合の搬入時間は、
８時３０分～１１時４０分、１３時～１５時４０分です
　□問 クリーン推進課�７１５７－７４１１

業務区分期　　日

平常業務２７日�

１２月

平常業務２８日�

平常業務２９日�

休　　業３０日�

平常業務３１日�

休　　業１日�

１月
休　　業２日�

休　　業３日�

平常業務４日�

小
宮
山
英
蔵
が
参
加
し
た

の
は
こ
の
頃
。
平
和
相
互

銀
行
、
足
立
産
業
㈱
、
総

武
都
市
開
発
㈱
、
常
総
開

発
㈱
な
ど
を
創
業
し
た
経

営
者
は
、
流
鉄
の
経
営
に

参
加
す
る
と
、
鉄
道
収
入

の
ほ
か
に
兼
業
と
し
て
自

動
車
業
、
不
動
産
業
、
飲

食
業
、
売
店
経
営
な
ど
に

乗
り
出
す
。

　

小
宮
山
は
、
昭
和　

年
３６

杉
野
健
男
、
昭
和　

年
鈴

４１

木 
自  
次 
、
昭
和　

年
原
山

よ
り 
つ
ぐ

４９

亮
一
、
昭
和　

年
高
橋
晋

５５

策
、
昭
和　

年
浅
井
忠
良

６０

を
、
そ
れ
ぞ
れ
取
締
役
社

長
と
し
て
送
り
込
み
、
自

身
も
昭
和　

年
か
ら　

年

４９

５２

ま
で
非
常
勤
の
取
締
役
に

就
任
。
小
宮
山
グ
ル
ー
プ

の
総
力
を
挙
げ
て
流
鉄
の

テ
コ
入
れ
を
図
っ
た
。

　

流
鉄
開
業　

周
年
記
念
電

７０

車
発
車
式
の
テ
ー
プ
カ
ッ
ト

（
昭
和　

年
３
月　

日
）

６１

１５

昭
和
の
流
山
産
業
史 

（３３） 

近
代
化
を
推
進
し
た
小
宮
山 

グ
ル
ー
プ 

　

川
井
輝
吉
社
長
の
後
、

流
鉄
の
経
営
者
に
は
、
昭

和　

年
か
ら
昭
和　

年
の

３４

３６

３
年
間
、
株
買
い
占
め
王

と
し
て
兜
町
で
名
を
馳
せ

た
鈴
木
一
弘
が
取
締
役
社

長
に
就
任
し
て
い
る
。

　

流
鉄
は
昭
和　

年
、
資

３５

本
金
を
３
８
０
０
万
円

（
現
在
）
に
増
資
し
た
。

小
宮
山
グ
ル
ー
プ
の
総
師
、

　

昭
和　

年
、
自
動
車
運

３７

送
業
（
タ
ク
シ
ー
）
に
着

手
、
流
山
駅
前
に
営
業
所

を
開
設
。
昭
和　

年
流
山

４３

構
内
で
自
動
車
整
備
事
業

を
始
め
る
。

　

昭
和　

年
５
月
、
流
山

４２

電
鉄
㈱
に
社
名
を
改
称
。

同
年
７
月
、
小
金
城
趾
駅

で
列
車
交
換
運
転
を
開
始

し
て
運
転
回
数
を
増
加
、

輸
送
力
を　

％
増
強
。

５０

　

昭
和　

年
１
月　

日
、

４６

２０

総
武
流
山
電
鉄
㈱
と
改

称
、
馬
橋
駅
に
当
社
専
用

ホ
ー
ム
を
設
置
。

　

昭
和　

年
、
赤
城
台
駅

４９

を
平
和
台
駅
に
改
称
、
自

動
券
売
機
設
置
。
宅
地
建

物
取
引
業
営
業
開
始
。

　

昭
和　

年
、
列
車
運
転

５１

回
数
を
平
日
１
１
４
本

（
６
本
増
）、休
日
１
０
０

本
（
２
本
増
）
に
改
正
。

　

昭
和　

年
、
貨
物
運
輸

５２

営
業
廃
止
。

　

昭
和　

年
２
月
、
列
車

６１

運
転
回
数
を
平
日
１
３
６

本
（　

本
増
）、
休
日
１
１

２２

０
本
（　

本
増
）
に
改
正
。

１０

平
成
２
年
に
は
更
に
大
改

正
し
て
、
平
日
１
４
６
本

（　

本
増
）、休
日
１
１
８

１０
本
（
８
本
増
）
と
な
っ
た
。

　

昭
和　

年
３
月
、
浅
井

６１

忠
良
社
長
は
、
流
鉄
開
業

　

周
年
記
念
行
事
を
華
々

７０し
く
挙
行
。
３
月　

日
午

１５

前　

時
に
花
電
車
「
お
か

１１
げ
さ
ま
で　

年
」
の
テ
ー

７０

プ
カ
ッ
ト
を
行
っ
た
。

　

小
宮
山
英
一
・
流
鉄
代

表
取
締
役
会
長
は
、
小
宮

山
グ
ル
ー
プ
を
一
代
で
築

い
た
小
宮
山
英
蔵
の
信
条

を
次
の
よ
う
に
記
者
に
語

っ
た
。「
父
は
毎
朝
、自
宅

の
禅
道
場
に　

分
座
っ
て

３０

か
ら
出
掛
け
ま
し
た
。
父

の
言
葉
に
『
瞬
間
最
大
努

力
主
義
』
が
あ
り
ま
す
。

平
時
は
悠
然
と
、
危
機
に

は
泰
然
と
、
瞬
間
最
大
努

力
主
義
が
父
の
モ
ッ
ト
ー

で
し
た
」。文

／
山
本
文
男

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
乳幼児を持つ方の交流の場（１２月）乳幼児を持つ方の交流の場（１２月）

文化会館

【子育てサロン】　１０：３０～１２：００
１４日�ミニクリスマス会（先着２０組）
　　※電話で申し込み、参加費１組１００円
２１日�クリスマスリースをつくりましょう
　　（先着２０組）※電話で申し込み、参加費
　　１組３００円
　　◆流山おもちゃ病院も同時開催

【中央ひだまりサロン】　１０：３０～１２：００
　４日・１１日・１８日・２５日の火曜
　自由に遊んだり、おしゃべり
　　※申し込み不要、参加費無料

南流山
福祉会館

【南流山ひだまりサロン】　１０：３０～１２：００
２０日�手遊び、おやこ体操、簡単工作など
　　※申し込み不要、参加費無料
　　◆流山おもちゃ病院も同時開催

　□問 文化会館�７１５８－３４６２

お正月飾り作り

　▽期日／場所＝１２月１５日�／思井児童センター、
１２月２２日�／駒木台児童館、１２月２６日�／江戸川台
・十太夫・赤城・向小金児童センター▽時間＝１０時
～１２時（駒木台は１４時～１６時、向小金は１３時３０分～
１５時）▽対象／定員＝小学生／各２０人（先着順）※
向小金は１５人▽参加費＝１００円▽申し込み＝電話で各
児童館・センターへ
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